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１～２ （略） 

 

３ 評価方法の選択 

 （１）～（２） （略） 
 

（別表１） 

事業分類 工事分類 対象工事 

 

土木一式工事 

 

樋門・樋管工 全て 

揚排水機場 鉄筋コンクリート構造物を主要構造物とするもの 

堰・水門工 全て 

護岸工 基礎形式として鋼矢板を用いるもの 

海上工事 全て（作業船を使用するもの） 

シェッド工 全て（耐震補強工事、補修工事を含む） 

橋梁上部工 全て（耐震補強工事、補修工事を含む） 

橋梁下部工 全て（耐震補強工事、補修工事を含む） 

トンネル工 全て（耐震補強工事、補修工事を含む） 

農業用用排水路工 

（ため池工事） 
ため池堤体の築立を行うもの 

ほ場整備工 

（区画整理） 
基盤の切盛を行うもの 

舗装工事  全て（屋外体育施設として整備するものを含む） 

建築一式工事  新築工事（木造、車庫等を除く。） 

上記以外の工事  全て 

 

 （３）～（４） （略） 

 

４～９ （略） 

 

１０ 評価項目および評価基準 

（Ａ）技術提案（様式５号～８号）（略） 

 

（Ｂ）企業の技術力（様式第９号、第１０号、第１０号の２） 

(a)  施工実績 

（略） 

 

（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～２ （略） 

 

３ 評価方法の選択 

 （１）～（２） （略） 
 

（別表１） 

事業分類 工事分類 対象工事 

 

土木一式工事 

 

樋門・樋管工 全て 

揚排水機場 鉄筋コンクリート構造物を主要構造物とするもの 

堰・水門工 全て 

護岸工 基礎形式として鋼矢板を用いるもの 

海上工事 全て（作業船を使用するもの） 

シェッド工 全て（耐震補強工事、補修工事を含む） 

橋梁上部工 全て（耐震補強工事、補修工事を含む） 

橋梁下部工 全て（耐震補強工事、補修工事を含む） 

トンネル工 全て（耐震補強工事、補修工事を含む） 

農業用用排水路工 

（ため池工事） 
ため池堤体の築立を行うもの 

ほ場整備工 

（区画整理） 
基盤の切盛を行うもの 

舗装工事  全て（屋外体育施設として整備するものを含む） 

建築一式工事  新築工事（木造、車庫等を除く。） 

上記以外の工事  全て 

 

 （３）～（４） （略） 

 

４～９ （略） 

 

１０ 評価項目および評価基準 

（Ａ）技術提案（様式５号～８号）（略） 

 

（Ｂ）企業の技術力（様式第９号、第１０号、第１０号の２） 

(a)  施工実績 

（略） 

 

（参考図） 
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・加点対象となる同種工事の種類、規模等を公告に明示する。 

・福井県、国、その他公共発注機関、民間が発注した同種工事の施工実績を評価する。 

・共同企業体（甲型）の実績は、代表者または出資比率２０％以上の構成員としての施工実績を評価する。 

・共同企業体（乙型）の実績は、分担工事の施工を行った構成員としての実績に限り評価する。 

・技術資料には評価対象となる実績を１件記入すること。 

・ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、施工図、契約書等の写しにより確認する。(必要最低限で可) 

 

(b) 工事成績評定 

福井県（道路公社を除く）発注の工事で、過去２か年度（建築一式、管、電気、電気通信、機械器具設置、水道施設、消

防施設、とび・土工については過去５か年度）に完成検査を受けた工事成績評定点の平均点（小数点第２位以下切捨）を評

価する。評価点数は、計算した結果の小数点第二位以下を切捨てるものとする。 

 

 （略） 

 

 

(c) 優良工事表彰 

福井県優良工事表彰を受賞した企業を評価する。（直近の２か年） 

・共同企業体（甲型）の受賞は、代表者または出資比率２０％以上の構成員としての受賞を評価する。 

・共同企業体（乙型）の受賞は、分担工事の施工を行った構成員としての受賞に限り評価する。 

・優秀賞、優良賞、特別賞を対象とするが、表彰名による区別は行わない。ただし、特別賞は「福井県優良工事等事業者表

彰要綱」第４条の（１）および（２）を満たすものに限り評価の対象とする。 

・対象業種は発注者が指定する業種（工事成績に準じる。） 

・事務所長賞、国または市町など他の機関における表彰は対象外とする。 

・毎年の表彰日の翌日以降に公告する案件から対象年度を切替える。 

・評価は申請に基づき行う。 

・優良工事表彰受賞による加点申請（以下、優良工事加点申請という。）を行った入札により落札した工事の契約は、発注

機関ごとに、入札公告日の属する各年（※１）あたり原則１回限り（※２）とする。 

（※１）ここでいう各年の年とは、優良工事表彰日の翌日から翌年の優良工事表彰日までの期間（約１年間）とする。 

（※２）原則１回限りとは、評価方式（技術提案型、実績評価型、地域防災力維持型）によらず、各年あたり１回である

ため注意すること。 

 

（１）  優良工事加点申請は、事前審査型の場合は技術資料（様式第９号）に優良工事加点申請の記入を行い提出した

ことをもって、また、事後審査型の場合においては技術資料自己評価申請書（様式第４号の２）に優良工事加点

申請の自己評価点を記入し提出したことをもって、優良工事加点申請を行ったものとみなす。なお、優良工事加

点申請の日は、事前審査型の場合は技術資料（様式第９号）の提出日、事後審査型の場合は入札日（技術資料自

己評価申請書（様式第４号の２）の提出日）とする。 

 

（２）  一の入札において優良工事加点申請を行った場合、優良工事加点申請の日から落札決定日までの期間は、同一

発注機関における他の入札に同じ加点を申請することができない。（（参考図）（ア）～（ウ）を参照。） 

 

（３）  優良工事加点申請を行ったが落札できなかった場合、または落札したが入札参加者の責によらない理由により

契約に至らなかった場合は、以後の入札で再度の優良工事加点申請を行うことができる。 

 

（４）  「優良工事表彰の企業の加点（0.5点）」と、（Ｃ）配置予定技術者の技術力 (c) 優良工事表彰 の「優良工

事表彰工事における主任（監理）技術者として従事した経験の加点（0.5点）」は、別々の入札に分けて優良工

事加点申請をすることもできる。（契約数の制限は各々独立して取り扱うものとする。） 

 

（５）  ２年連続して優良工事表彰を受賞した場合は、各々の表彰による優良工事加点申請の有効期間が重複する期間

（約１年間）が存在するが、その期間における優良工事加点申請による契約数の制限は各々の受賞毎に独立して

取り扱うものとする。ただし、一の入札に２つの受賞の優良工事加点申請を合わせて行う（２倍の点数として申

・加点対象となる同種工事の種類、規模等を公告に明示する。 

・福井県、国、その他公共発注機関、民間が発注した同種工事の施工実績を評価する。 

・共同企業体（甲型）の実績は、代表者としての実績に限り評価する。 

・共同企業体（乙型）の実績は、分担工事の施工を行った構成員としての実績に限り評価する。 

・技術資料には評価対象となる実績を１件記入すること。 

・ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、施工図、契約書等の写しにより確認する。(必要最低限で可) 

 

(b) 工事成績評定 

福井県（土木三公社を除く）発注の工事で、過去２か年度（建築一式、管、電気、電気通信、機械器具設置、水道施設、

消防施設、とび・土工については過去５か年度）に完成検査を受けた工事成績評定点の平均点（小数点第２位以下切捨）を

評価する。評価点数は、計算した結果の小数点第二位以下を切捨てるものとする。 

 

 （略） 

 

 

(c) 優良工事表彰 

福井県優良工事表彰を受賞した企業を評価する。（直近の２か年） 

 

 

・優秀賞、優良賞、特別賞を対象とするが、表彰名による区別は行わない。ただし、特別賞は「福井県優良工事等事業者表

彰要綱」第４条の（１）および（２）を満たすものに限り評価の対象とする。 

・対象業種は発注者が指定する業種（工事成績に準じる。） 

・事務所長賞、国または市町など他の機関における表彰は対象外とする。 

・毎年の表彰日の翌日以降に公告する案件から対象年度を切替える。 

・評価は申請に基づき行う。 

・優良工事表彰受賞による加点申請（以下、優良工事加点申請という。）を行った入札により落札した工事の契約は、発注

機関ごとに、入札公告日の属する各年（※１）あたり原則１回限り（※２）とする。 

（※１）ここでいう各年の年とは、優良工事表彰日の翌日から翌年の優良工事表彰日までの期間（約１年間）とする。 

（※２）原則１回限りとは、評価方式（技術提案型、実績評価型、地域防災力維持型）によらず、各年あたり１回である

ため注意すること。 

 

（１）  優良工事加点申請は、事前審査型の場合は技術資料（様式第９号）に優良工事加点申請の記入を行い提出した

ことをもって、また、事後審査型の場合においては技術資料自己評価申請書（様式第４号の２）に優良工事加点

申請の自己評価点を記入し提出したことをもって、優良工事加点申請を行ったものとみなす。なお、優良工事加

点申請の日は、事前審査型の場合は技術資料（様式第９号）の提出日、事後審査型の場合は入札日（技術資料自

己評価申請書（様式第４号の２）の提出日）とする。 

 

（２）  一の入札において優良工事加点申請を行った場合、優良工事加点申請の日から落札決定日までの期間は、同一

発注機関における他の入札に同じ加点を申請することができない。（（参考図）（ア）～（ウ）を参照。） 

 

（３）  優良工事加点申請を行ったが落札できなかった場合、または落札したが入札参加者の責によらない理由により

契約に至らなかった場合は、以後の入札で再度の優良工事加点申請を行うことができる。 

 

（４）  「優良工事表彰の企業の加点（0.5点）」と、（Ｃ）配置予定技術者の技術力 (c) 優良工事表彰 の「優良工

事表彰工事における主任（監理）技術者として従事した経験の加点（0.5点）」は、別々の入札に分けて優良工

事加点申請をすることもできる。（契約数の制限は各々独立して取り扱うものとする。） 

 

（５）  ２年連続して優良工事表彰を受賞した場合は、各々の表彰による優良工事加点申請の有効期間が重複する期間

（約１年間）が存在するが、その期間における優良工事加点申請による契約数の制限は各々の受賞毎に独立して

取り扱うものとする。ただし、一の入札に２つの受賞の優良工事加点申請を合わせて行う（２倍の点数として申



公共工事における総合評価落札方式の手引き  新旧対照表 

改 正 後（R7.5.1） 現 行（R6.4.1） 
 

- 4 - 

 

請する）ことはできない。 

 

（６）  同一年度に複数の工事で優良工事表彰を受賞した場合の取扱いについて、単体での受賞とＪＶでの受賞の場合

は単体での受賞をした工事を優良工事加点申請の対象とし、ＪＶでの受賞工事については加点申請ができないも

のとする。ＪＶ代表者とＪＶ代表者以外の構成員として複数の優良工事表彰を受賞した場合は、ＪＶ代表者とし

て受賞した工事を優良工事加点申請の対象とする。ＪＶ代表者以外の構成員として複数の優良工事表彰を受賞し

た場合は、一つの受賞した工事を選択し優良工事加点申請を行うものとする。なお、優良工事加点申請を行った

工事が落札できなかった場合、または落札したが入札参加者の責によらない理由により契約に至らなかった場合

においても、次回以降の入札で加点申請を行う場合は、前回選択したものと同一の受賞した工事により加点申請

を行なわなければならない（選択しなかった別の受賞した工事での加点申請はできない）。 

 

同一年度に複数の工事で優良工事表彰を受賞した場合の加点申請のできるもの 

優良工事表彰受賞 加点申請 

単体およびＪＶで複数工事を受賞した場合 単体で受賞した工事で申請 

ＪＶの代表者および代表者以外の構成員で

複数工事を受賞した場合 

代表者として受賞した工事で申請 

ＪＶ代表者以外の構成員で複数工事を受賞

した場合 

有効期間中において一つの受賞した工事を選択して申請 

 

・評価基準 

優良工事表彰受賞による加点申請 配点 

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5 

優良工事表彰受賞による加点申請なし（または受賞なし） 0 

 

 

（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）①で優良工事加点申請を行った場合、落札決定日までの期間における優良工事加点申請②を無効とする。（②の優良工

事表彰に関する項目を０点とする。ただし上記（４）、（５）のケースを除く。）（※事後審査型を除く） 

 

（イ）同一の発注機関において、⑤、⑥、⑦のように、優良工事加点申請が同日となりえるケースでは、いずれか１件を選択

し優良工事加点申請を行わなければならない。（上記（４）、（５）のケース以外で同日に複数の優良工事加点申請

を行った場合は、その全ての入札における優良工事加点申請の点数を０点とする。） 
 

請する）ことはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価基準 

優良工事表彰受賞による加点申請 配点 

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5 

優良工事表彰受賞による加点申請なし（または受賞なし） 0 

 

 

（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オ）①で優良工事加点申請を行った場合、落札決定日までの期間における優良工事加点申請②を無効とする。（②の優良工

事表彰に関する項目を０点とする。ただし上記（４）、（５）のケースを除く。）（※事後審査型を除く） 

 

（カ）同一の発注機関において、⑤、⑥、⑦のように、優良工事加点申請が同日となりえるケースでは、いずれか１件を選択

し優良工事加点申請を行わなければならない。（上記（４）、（５）のケース以外で同日に複数の優良工事加点申請

を行った場合は、その全ての入札における優良工事加点申請の点数を０点とする。） 
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優良工事表彰受賞による総合評価の加点は２年間有効（表彰日の翌日から２年後の表彰日まで）

申
請
日
が

同
じ
場
合

（ただし、加点申請を行った入札による工事の契約は、各発注機関ごとに各年（※１）１回限りとする）
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⑤
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日

⑥
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落
札
決
定
日

⑧

入
札
公
告
日
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（ウ）①で優良工事加点申請を行い落札した場合、③、④の優良工事加点申請は無効（上記（４）、（５）のケースを除く）

となるが、有効期間の2年目である⑤～⑧の優良工事加点申請は有効。 

（エ）④で優良工事加点申請を行い落札した場合、④は１年目の有効期間に属しているため、有効期間2年目の入札公告であ

る⑤～⑧の優良工事加点申請は有効。 

 

(d)（略） 

 

(e)技能資格を保有する自社雇用技能者の配置 

・入札の申し込みを行った日において、３か月以上の期間、元請け企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 

・住民税特別徴収税額通知書等雇用関係の確認できるものの写し、資格者証の写しを提出すること。 

 

 （略） 

 

① 法面処理工事 

発注者が指定する工種（吹付法枠工、モルタル（コンクリート）吹付工、植生基材吹付工等）におけるノズルによる吹付

作業の作業期間のすべてに「のり面ノズルマン技能認定者」の資格を保有する自社雇用ノズルマンが１名以上従事する場合

に評価する。 

 

 （略） 

 

・提出した技術資料（様式第９号）に記載した者と異なる者をオペレータ確認申請書に記載し、当該作業に従事させる場合

は、その者の住民税特別徴収税額通知書等雇用関係の確認できるものの写し、資格者証の写しをオペレータ確認申請書に

添付し提出すること。 

 

 （略） 

 

② 鋼構造物工事 

工場製作における、仮付けのための罫書き作業、仮付け作業（※）、溶接作業、仮組立作業（以下、これらを「主たる鉄

工作業」という。）のすべてを元請け企業が自ら施工し、かつ、その主たる鉄工作業の作業期間のすべてに「１級鉄工技能

士（構造物鉄工作業）」の資格を保有する自社雇用技能者が１名以上従事する場合に評価する。 

（※）「仮付け作業」とは、部材同士を接合するための本溶接を行う前に、補助治具等を用いて、一方の部材の罫書き位

置に他方の部材を正確に取り付け、仮付け溶接を行う一連の作業のことをいう。 

 

 （略） 

 

・提出した技術資料（様式第９号）に記載した者と異なる者を技能士確認申請書に記載し、当該作業に従事させる場合は、

その者の住民税特別徴収税額通知書等雇用関係の確認できるものの写し、技能検定合格証の写しを技能士確認申請書に添

付し提出すること。 

 

 （略） 

 

 

（Ｃ）配置予定技術者の技術力（様式第１１号） 

（略） 

(a)  配置予定技術者の施工経験 

（略） 

・加点対象となる同種工事の種類、規模等を入札公告に明示する。 

・完成・引渡しが完了した工事の経験を評価する。 

・同種工事の経験として主体的に関与していること。 

・共同企業体（甲型）の経験は、代表者または出資比率２０％以上の構成員の技術者等としての経験を評価する。 

（キ）①で優良工事加点申請を行い落札した場合、③、④の優良工事加点申請は無効（上記（４）、（５）のケースを除く）

となるが、有効期間の2年目である⑤～⑧の優良工事加点申請は有効。 

（ク）④で優良工事加点申請を行い落札した場合、④は１年目の有効期間に属しているため、有効期間2年目の入札公告であ

る⑤～⑧の優良工事加点申請は有効。 

 

(d)（略） 

 

(e)技能資格を保有する自社雇用技能者の配置 

・入札の申し込みを行った日において、３か月以上の期間、元請け企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 

・健康保険証の写し、資格者証の写しを提出すること。 

 

 （略） 

 

① 法面処理工事 

発注者が指定する工種（吹付法枠工、モルタル（コンクリート）吹付工、植生基材吹付工等）におけるノズルによる吹付

作業の作業期間のすべてに「のり面ノズルマン技能認定者」の資格を保有する自社雇用ノズルマンが１名以上従事する場合

に評価する。 

 

 （略） 

 

・提出した技術資料（様式第９号）に記載した者と異なる者をオペレータ確認申請書に記載し、当該作業に従事させる場合

は、その者の健康保険証の写し、資格者証の写しをオペレータ確認申請書に添付し提出すること。 

 

 

  （略） 

 

② 鋼構造物工事 

工場製作における、仮付けのための罫書き作業、仮付け作業（※）、溶接作業、仮組立作業（以下、これらを「主たる鉄

工作業」という。）のすべてを元請け企業が自ら施工し、かつ、その主たる鉄工作業の作業期間のすべてに「１級鉄工技能

士（構造物鉄工作業）」の資格を保有する自社雇用技能者が１名以上従事する場合に評価する。 

（※）「仮付け作業」とは、部材同士を接合するための本溶接を行う前に、補助治具等を用いて、一方の部材の罫書き位

置に他方の部材を正確に取り付け、仮付け溶接を行う一連の作業のことをいう。 

 

 （略） 

 

・提出した技術資料（様式第９号）に記載した者と異なる者を技能士確認申請書に記載し、当該作業に従事させる場合は、

その者の健康保険証の写し、技能検定合格証の写しを技能士確認申請書に添付し提出すること。 

 

 

 （略） 

 

 

（Ｃ）配置予定技術者の技術力（様式第１１号） 

（略） 

(c) 配置予定技術者の施工経験 

（略） 

・加点対象となる同種工事の種類、規模等を入札公告に明示する。 

・完成・引渡しが完了した工事の経験を評価する。 

・同種工事の経験として主体的に関与していること。 

・共同企業体（甲型）の経験は、代表者の技術者等としての経験に限り評価する。 
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・共同企業体（乙型）の経験は、分担工事の施工を行った構成員の技術者等としての経験に限り評価する。 

・工期途中で主任（監理）技術者等を交代した経験については原則評価しない。ただし、橋梁、ポンプ、ゲート、エレベー

ター、発電機、配電盤等の工場製作を含む工事において、工場から現地へ工事の現場が移行する時点で交代した経験につ

いては、工場製作に従事した配置技術者は工場製作の経験を評価し、現場施工に従事した配置技術者は現場施工の経験を

評価する。 

・工場製作を含む工事において、工場製作期間と現場施工期間の各々に異なる主任（監理）技術者を配置することが認めら

れ、両期間における同種工事の経験を評価する工事については、工場製作期間における配置予定技術者は工場製作の経験

を評価し、現場施工期間における配置予定技術者は現場施工の経験を評価した上で、評価点の合計が最低となる者で評価

する。（評価点の判定方法についてはp.24参照） 

・原則として、福井県、国、その他公共発注機関、民間が発注した工事の施工経験を評価する。 

・ 若手担当技術者として従事した経験を同種工事の経験とする場合には、福井県が発行した若手担当技術者従事経験証明書

を提出すること。 

・今回発注工事と同一業種の工事における現場代理人または監理技術者補佐として従事した経験を評価する。ただし、過去

の同種工事に携わった段階で一級国家資格等（「(c)若手担当技術者の常駐」における表－３）を保有していた場合に限る。 

・工期途中で現場代理人または監理技術者補佐を交代した場合の経験は原則評価しない。 

・ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、施工図、契約書等の写しを提出すること。 

（必要最低限で可） 
 

(b) 配置予定技術者の保有資格 
 

 （略） 

 

① 土木一式、鋼構造物工事 

評価基準（設計金額1億円未満の土木一式、鋼構造物工事） 
資格 配点 

1級土木施工管理技士または1級建設機械施工管理技士 1.0 

上記以外 0 

 

評価基準（設計金額1億円未満の鋼構造物工事） 
資格 配点 

1級土木施工管理技士 1.0 

上記以外 0 

 

 

ただし、以下に該当する場合は下表のとおりとする。 

主たる工事内容が鉄筋コンクリート、プレストレストコンクリートの場合 

 

・評価基準（設計金額1億円未満の土木一式） 
資格 配点 

1級土木施工管理技士（または1級建設機械施工管理技士） 

およびコンクリートの品質確保に資する資格（※） 
1.0 

1級土木施工管理技士（または1級建設機械施工管理技士） 

またはコンクリートの品質確保に資する資格（※） 
0.5 

上記以外 0 

 

 

・評価基準（設計金額1億円以上の土木一式） 
資格 配点 

コンクリートの品質確保に資する資格（※） 0.5 

上記以外 0 

  

（※）ここでいうコンクリートの品質確保に資する資格とは、コンクリート診断士、コンクリート主任技士、コンクリート

・共同企業体（乙型）の経験は、分担工事の施工を行った構成員の技術者等としての経験に限り評価する。 

・工期途中で主任（監理）技術者等を交代した経験については原則評価しない。ただし、橋梁、ポンプ、ゲート、エレベー

ター、発電機、配電盤等の工場製作を含む工事において、工場から現地へ工事の現場が移行する時点で交代した経験につ

いては、工場製作に従事した配置技術者は工場製作の経験を評価し、現場施工に従事した配置技術者は現場施工の経験を

評価する。 

・工場製作を含む工事において、工場製作期間と現場施工期間の各々に異なる主任（監理）技術者を配置することが認めら

れ、両期間における同種工事の経験を評価する工事については、工場製作期間における配置予定技術者は工場製作の経験

を評価し、現場施工期間における配置予定技術者は現場施工の経験を評価した上で、評価点の合計が最低となる者で評価

する。（評価点の判定方法についてはp.24参照） 

・原則として、福井県、国、その他公共発注機関、民間が発注した工事の施工経験を評価する。 

・ 若手担当技術者として従事した経験を同種工事の経験とする場合には、福井県が発行した若手担当技術者従事経験証明書

を提出すること。 

・今回発注工事と同一業種の工事における現場代理人または監理技術者補佐として従事した経験を評価する。ただし、過去

の同種工事に携わった段階で一級国家資格等（「(c)若手担当技術者の常駐」における表－３）を保有していた場合に限る。 

・工期途中で現場代理人または監理技術者補佐を交代した場合の経験は原則評価しない。 

・ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、施工図、契約書等の写しを提出すること。 

（必要最低限で可） 
 

(b) 配置予定技術者の保有資格 
 

 （略） 

 

① 土木一式、鋼構造物工事 

評価基準（設計金額7000万円未満の土木一式、鋼構造物工事） 
資格 配点 

1級土木施工管理技士 1.0 

上記以外 0 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、以下に該当する場合は下表のとおりとする。 

主たる工事内容が鉄筋コンクリート、プレストレストコンクリートの場合 

 

・評価基準（設計金額7000万円未満の土木一式） 
資格 配点 

1級土木施工管理技士 

およびコンクリートの品質確保に資する資格（※） 
1.0 

1級土木施工管理技士 

またはコンクリートの品質確保に資する資格（※） 
0.5 

上記以外 0 

 

 

・評価基準（設計金額7000万円以上の土木一式） 
資格 配点 

コンクリートの品質確保に資する資格（※） 0.5 

上記以外 0 

  

（※）ここでいうコンクリートの品質確保に資する資格とは、コンクリート診断士、コンクリート主任技士、コンクリート
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技士、プレストレストコンクリート技士、コンクリート構造診断士とする。 
 

 

(c) 若手担当技術者の常駐 

 

  （略） 

 

・若手担当技術者を配置する場合は、以下の（ア）～（オ）の条件をすべて満たすことを必須とする。なお、現場常駐の若

手担当技術者の配置は、一つの工事につき一名のみする。合併入札においては、各工事それぞれに別の若手担当技術者を

配置する場合に加点する。 

 

（ア） 若手担当技術者は、当該工事に配置される専任の監理技術者等の指導の下で、当該工事における監理技術者

等相当の職務内容の習得を目的として当該工事現場に常駐する者であること。 
 

（イ） 若手担当技術者は当該工事の入札の申込みを行った日時点においてすでに３か月以上の期間、当該工事の元

請け企業（共同企業体にあっては代表者に限る。）に直接的かつ恒常的に雇用されている者であること。 
 

（ウ） 当該工事の元請け企業（共同企業体にあっては代表者に限る。）が福井県内に主たる営業所を有する企業で

あること。 
 

（エ） 当該工事における若手担当技術者のＣＯＲＩＮＳ登録を行うこと。ＣＯＲＩＮＳ登録は、担当技術者として

登録すること。（「登録内容確認書」の提出がない場合は、原則、若手担当技術者従事経験証明書を発行し

ない。） 
 

（オ） 当該工事で提出する「現場代理人等通知書」に「現場常駐の若手担当技術者」の氏名を記載し、（イ）雇用

関係の確認できるものの写し、年齢もしくは生年月日が確認できるものの写しおよび一級国家資格者証の写

しと共に提出すること。 

 

（表－３）１級国家資格等 
業種（建設工事の種類） 資 格 

 

土木一式工事、舗装工事、法面処理工事、 

交通安全施設工事、 

とび・土工・コンクリート（その他）工事 

１級土木施工管理技士または 

１級建設機械施工管理技士 

 

鋼構造物工事（※１）、塗装工事（※１）、 

石工事（※１）、しゅんせつ工事、水道施設工事 

 

１級土木施工管理技士 

 

建築一式工事 、大工工事、屋根工事、 

タイル・レンガ・ブロック工事、 

内装仕上工事、鋼構造物工事（※２） 

 

１級建築士または 

１級建築施工管理技士 

 

左官工事、鉄筋工事、板金工事、 

ガラス工事、防水工事、熱絶縁工事、 

建具工事、石工事（※２）、塗装工事（※２） 

 

１級建築施工管理技士 

電気工事 １級電気工事施工管理技士 

管工事 １級管工事施工管理技士 

鋼構造物工事 １級土木施工管理技士 

造園工事 １級造園施工管理技士 

機械器具設置工事、電気通信工事、 

さく井工事、消防施設工事、清掃施設工事 

不要 

（当該建設工事の監理技術者等となる資格） 
 

技士、プレストレストコンクリート技士、コンクリート構造診断士とする。 
 

 

(c) 若手担当技術者の常駐 

 

  （略） 

 

・若手担当技術者を配置する場合は、以下の（ア）～（オ）の条件をすべて満たすことを必須とする。なお、現場常駐の若

手担当技術者の配置は、一つの工事につき一名のみする。合併入札においては、各工事それぞれに別の若手担当技術者を

配置する場合に加点する。 

 

（カ） 若手担当技術者は、当該工事に配置される専任の監理技術者等の指導の下で、当該工事における監理技術者

等相当の職務内容の習得を目的として当該工事現場に常駐する者であること。 
 

（キ） 若手担当技術者は当該工事の入札の申込みを行った日時点においてすでに３か月以上の期間、当該工事の元

請け企業（共同企業体にあっては代表者に限る。）に直接的かつ恒常的に雇用されている者であること。 
 

（ク） 当該工事の元請け企業（共同企業体にあっては代表者に限る。）が福井県内に主たる営業所を有する企業で

あること。 
 

（ケ） 当該工事における若手担当技術者のＣＯＲＩＮＳ登録を行うこと。ＣＯＲＩＮＳ登録は、担当技術者として

登録すること。（「登録内容確認書」の提出がない場合は、原則、若手担当技術者従事経験証明書を発行し

ない。） 
 

（コ） 当該工事で提出する「現場代理人等通知書」に「現場常駐の若手担当技術者」の氏名を記載し、健康保険証

の写しおよび一級国家資格者証の写しと共に提出すること。 

 

 
（表－３）１級国家資格等 

業種（建設工事の種類） 資 格 

 

土木一式工事、鋼構造物工事（※１）、 

舗装工事、塗装工事（※１）、 

法面処理工事、交通安全施設工事、 

とび・土工・コンクリート（その他）工事 

石工事（※１）、しゅんせつ工事、 

水道施設工事 

 

１級土木施工管理技士 

 

建築一式工事 、大工工事、屋根工事、 

タイル・レンガ・ブロック工事、 

内装仕上工事、鋼構造物工事（※２） 

 

１級建築士または 

１級建築施工管理技士 

 

左官工事、鉄筋工事、板金工事、 

ガラス工事、防水工事、熱絶縁工事、 

建具工事、石工事（※２）、塗装工事（※２） 

 

１級建築施工管理技士 

電気工事 １級電気工事施工管理技士 

管工事 １級管工事施工管理技士 

鋼構造物工事 １級土木施工管理技士 

造園工事 １級造園施工管理技士 

機械器具設置工事、電気通信工事、 

さく井工事、消防施設工事、清掃施設工事 

不要 

（当該建設工事の監理技術者等となる資格） 
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（※１）土木工事に限る。 

（※２）建築工事に限る 

 

(d) 優良工事表彰 

福井県優良工事表彰を受賞した工事における主任（監理）技術者として従事した経験を評価する。（直近の２か年） 
 

・評価は申請に基づき行う。 

・福井県優良工事表彰を受賞した工事における主任（監理）技術者として従事した経験による加点申請を行った工事の契約

は、発注機関毎に、入札公告日の属する各年（※１）あたり原則１回限り（※２）とする。 

（※１）ここでいう各年の年とは、優良工事表彰日の翌日から翌年の優良工事表彰日までの期間（約１年間）とする。 

（※２）原則１回限りとは、評価方式（技術提案型、実績評価型、地域防災力維持型）によらず、各年あたり１回である

ため注意すること。 

 

・評価方法は「（Ｂ）企業の技術力  (c)優良工事表彰 」に準じる。 

なお、鋼橋上部工事等で、同一の工事において工場製作と現場施工の各々の従事期間に異なる主任（監理）技術者を配

置し優良工事表彰を受賞している場合は、さらに以下の①～③の制約条件があるため注意すること。 

①工場製作を担当して優良工事表彰を受賞した技術者は工場製作期間限定の配置予定技術者、現場施工を担当して優良

工事表彰を受賞した技術者は現場施工期間限定の配置予定技術者として優良工事加点申請を行う場合のみ評価する。 

 

②いずれか１名の優良工事加点申請を行った時点で、その入札における落札が決定するまで、他方の者は当該発注機関

における他の入札への優良工事加点申請ができなくなり、さらに落札した場合は両者が当該発注機関のその年（※）

におけるその後の優良工事加点申請ができない。（※）ここでいう年とは、優良工事表彰日の翌日から翌年の優良工

事表彰日までの期間（約１年間）をいう。 

 

③申請できる入札のケースについては、「（Ｂ）企業の技術力  (c)優良工事表彰 」に準じる。なお、様式については、

「様式第９号」を「様式第１１号」に読み替える。 

（評価点の判定方法についてはp.24参照） 

 

・現場代理人、監理技術者補佐、若手担当技術者として従事した工事の受賞経験は評価しない。 

・配置予定技術者が、受賞時に所属していた企業と異なる企業に所属している場合には評価しない。 

・共同企業体として表彰を受けたものは、共同企業体（甲型）は、代表者または出資比率２０％以上の構成員の主任（監理）

技術者としての従事経験を評価対象とし、共同企業体（乙型）は、分担工事の施工を行った構成員の主任（監理）技術者

としての従事経験を評価対象とする。 

・同一年度に複数の工事で優良工事表彰を受賞した場合の取扱いについて、評価方法は「（Ｂ）企業の技術力  (c)優良工事

表彰 」に準じる。 

 

同一年度に複数の工事で優良工事表彰を受賞した場合の加点申請のできるもの 

優良工事表彰受賞 加点申請 

単体およびＪＶで複数工事を受賞した場合 単体で受賞した工事の技術者で申請 

ＪＶの代表者および代表者以外の構成員で

複数工事を受賞した場合 

代表者として受賞した工事の技術者で申請 

ＪＶ代表者以外の構成員で複数工事を受賞

した場合 

有効期間中において一つの受賞した工事を選択してその

技術者で申請 

 

・評価基準 

優良工事表彰受賞の経験による加点申請 配点 

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5 

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし（または受賞なし） 0 

 

（※１）土木工事に限る。 

（※２）建築工事に限る 

 

(d) 優良工事表彰 

福井県優良工事表彰を受賞した工事における主任（監理）技術者として従事した経験を評価する。（直近の２か年） 
 

・評価は申請に基づき行う。 

・福井県優良工事表彰を受賞した工事における主任（監理）技術者として従事した経験による加点申請を行った工事の契約

は、発注機関毎に、入札公告日の属する各年（※１）あたり原則１回限り（※２）とする。 

（※１）ここでいう各年の年とは、優良工事表彰日の翌日から翌年の優良工事表彰日までの期間（約１年間）とする。 

（※２）原則１回限りとは、評価方式（技術提案型、実績評価型、地域防災力維持型）によらず、各年あたり１回である

ため注意すること。 

 

・評価方法は「（Ｂ）企業の技術力  (c)優良工事表彰 」に準じる。 

なお、鋼橋上部工事等で、同一の工事において工場製作と現場施工の各々の従事期間に異なる主任（監理）技術者を配

置し優良工事表彰を受賞している場合は、さらに以下の①～③の制約条件があるため注意すること。 

①工場製作を担当して優良工事表彰を受賞した技術者は工場製作期間限定の配置予定技術者、現場施工を担当して優良

工事表彰を受賞した技術者は現場施工期間限定の配置予定技術者として優良工事加点申請を行う場合のみ評価する。 

 

②いずれか１名の優良工事加点申請を行った時点で、その入札における落札が決定するまで、他方の者は当該発注機関

における他の入札への優良工事加点申請ができなくなり、さらに落札した場合は両者が当該発注機関のその年（※）

におけるその後の優良工事加点申請ができない。（※）ここでいう年とは、優良工事表彰日の翌日から翌年の優良工

事表彰日までの期間（約１年間）をいう。 

 

③申請できる入札のケースについては、「（Ｂ）企業の技術力  (c)優良工事表彰 」に準じる。なお、様式については、

「様式第９号」を「様式第１１号」に読み替える。 

（評価点の判定方法についてはp.24参照） 

 

・現場代理人、監理技術者補佐、若手担当技術者として従事した工事の受賞経験は評価しない。 

・配置予定技術者が、受賞時に所属していた企業と異なる企業に所属している場合には評価しない。 

・共同企業体として表彰を受けたものは、代表者の主任（監理）技術者の従事経験を評価対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価基準 

優良工事表彰受賞の経験による加点申請 配点 

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5 

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし（または受賞なし） 0 
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(e)継続学習への取組状況 

①「土木一式工事」および「鋼構造物工事」 

建設系ＣＰＤ協議会加盟団体に継続参加中であり、取得単位数が一定の水準を満たした場合に加点する。 
 

・設計金額1億円以上で「(b)配置予定技術者の保有資格」を評価項目としない案件において評価項目とする。 

 

 （略） 

 

（参考）令和７年度に入札公告された案件の有効とする証明期間 

２０ユニット／年の場合 
令和５年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した１年間 

４０ユニット／２年の場合 
令和４年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した２年間 

６０ユニット／３年の場合 
令和３年４月１日から入札の申し込みを行った日までの任意

の連続した３年間 

８０ユニット／４年の場合 
令和２年４月１日から入札の申し込みを行った日までの任意

の連続した４年間 

１００ユニット／５年の場合 
平成３１年４月１日から入札の申し込みを行った日までの任

意の連続した５年間 

 

②建築一式工事 

 （略） 

（参考）令和７年度に入札公告された案件の有効とする証明期間 

１２単位／年の場合 
令和５年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した１年間 

２４単位／２年の場合 
令和４年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した２年間 

 

 

 工場製作期間と現場施工期間に異なる主任（監理）技術者を配置する場合の評価点（略） 

 

 

（Ｄ）企業の地域性・社会性（様式第９号、第９号の４） 

(a) （略） 

 

(b)社会貢献度 

 ① （略） 

 

 ② 福井県との緊急災害時の災害協定の有無 

  （略） 

・評価基準（土木一式工事） 
福井県との災害協定の締結 配点 

締結あり 0.5 

締結なし 0 

 

 

 

 

 

(e)継続学習への取組状況 

①「土木一式工事」および「鋼構造物工事」 

建設系ＣＰＤ協議会加盟団体に継続参加中であり、取得単位数が一定の水準を満たした場合に加点する。 
 

・設計金額7,000万円以上で「(b)配置予定技術者の保有資格」を評価項目としない案件において評価項目とする。 

 

 （略） 

 

（参考）令和６年度に入札公告された案件の有効とする証明期間 

２０ユニット／年の場合 
令和４年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した１年間 

４０ユニット／２年の場合 
令和３年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した２年間 

６０ユニット／３年の場合 
令和２年４月１日から入札の申し込みを行った日までの任意

の連続した３年間 

８０ユニット／４年の場合 
平成３１年４月１日から入札の申し込みを行った日までの任

意の連続した４年間 

１００ユニット／５年の場合 
平成３０年４月１日から入札の申し込みを行った日までの任

意の連続した５年間 

 

②建築一式工事 

 （略） 

（参考）令和６年度に入札公告された案件の有効とする証明期間 

１２単位／年の場合 
令和４年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した１年間 

２４単位／２年の場合 
令和３年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した２年間 

 

 

工場製作期間と現場施工期間に異なる主任（監理）技術者を配置する場合の評価点 （略） 

 

 

（Ｄ）企業の地域性・社会性（様式第９号、第９号の４） 

(a) （略） 

 

(b)社会貢献度 

 ① （略） 

 

 ② 福井県との緊急災害時の災害協定の有無 

  （略） 

・評価基準 
福井県との災害協定の締結 配点 

締結あり 1.0 

締結なし 0 
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・評価基準（土木一式工事以外） 
福井県との災害協定の締結 配点 

締結あり 1.0 

締結なし 0 

 

 

③  福井県域道路啓開計画への取組み 

 ・入札の申し込みを行った日における福井県域道路啓開計画への取組の有無を評価する。 

 ・県内で大規模な地震（震度６弱以上）等が発生した場合において、「福井県域道路啓開計画」に基づき、啓開ルートの

被害状況調査や啓開作業を担う企業を評価の対象とする。 

  （参考：福井県域道路啓開計画 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/hozen/dourokeikai.html） 

 

・評価基準（土木一式工事） 
福井県域道路啓開計画への取組 配点 

取組あり 0.5 

取組なし 0 

(c)～(d) （略） 

 

１１ 地域防災力維持型における評価項目および評価基準 

 
 
入札公告および提出資料の様式等に評価内容を明確に記載し、必要に応じて記載内容が確認できる資料の添付、災害協定の証

明書写し、除雪等の契約書の写し、配置予定技術者の年齢が確認できるもの（健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書

等）の写し、１級国家資格者証の写し等、建設系ＣＰＤ協議会加盟の各団体の発行する学習履歴証明書等の写し、専門技術者の

資格が確認できる資料（合格証明書等））を求める。 

以下に、「福井県建設工事総合評価落札方式（地域防災力維持型）試行実施要領」に基づき、「１０ 評価項目および評価基準」

と異なる事項について以下に示す。 

 

 

（Ａ）企業の技術力（様式第９号）（地域防災力維持型用） 

 

(a)工事成績評定 

福井県（土木三公社を除く）発注の工事で、「土木一式」工事における過去２か年度に完成検査を受けた工事成績評定点

の平均点（小数点第２位以下切捨）を評価する。 

評価点数は、計算した結果の小数点第二位以下を切捨てるものとする。 

 

 （略） 

 

(b)優良工事表彰 

 

 （略） 

 ・優良工事加点申請方法および共同企業体で受賞した場合の取扱い等については、技術提案型および実績評価型と同様とす

る。 

 

(c) （略） 

 

（Ｂ）配置予定技術者の技術力（様式第１１号）（地域防災力維持型用） 

 

(a)配置予定技術者の保有する資格および年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)～(d) （略） 

 

１１ 地域防災力維持型における評価項目および評価基準 

 
 
入札公告および提出資料の様式等に評価内容を明確に記載し、必要に応じて記載内容が確認できる資料の添付、災害協定の証

明書写し、除雪等の契約書の写し、配置予定技術者の年齢が確認できるもの（健康保険証等）の写し、１級国家資格者証の写し

等、建設系ＣＰＤ協議会加盟の各団体の発行する学習履歴証明書等の写し、専門技術者の資格が確認できる資料（合格証明書等））

を求める。 

以下に、「福井県建設工事総合評価落札方式（地域防災力維持型）試行実施要領」に基づき、「１０ 評価項目および評価基準」

と異なる事項について以下に示す。 

 

 

（Ａ）企業の技術力（様式第９号）（地域防災力維持型用） 

 

(a)工事成績評定 

福井県（土木三公社を除く）発注の工事で、「土木一式」工事における過去２か年度に完成検査を受けた工事成績評定点

の平均点（小数点第２位以下切捨）を評価する。 

評価点数は、計算した結果の小数点第二位以下を切捨てるものとする。 

 

 （略） 

 

(b) 

 

 （略） 

・優良工事加点申請方法等については、技術提案型および実績評価型と同様とする。 

 

 

(c) （略） 

 

（Ｂ）配置予定技術者の技術力（様式第１１号）（地域防災力維持型用） 

 

(a)配置予定技術者の保有する資格および年齢 
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・評価基準 

配置予定技術者の保有する資格および年齢 配点 

４０歳未満かつ１級土木施工管理技士または、 

４０歳未満かつ１級建設機械施工管理技士 
1.5 

１級土木施工管理技士または１級建設機械施工管理技士 1.0 

３５歳未満 0.5 

上記以外 0 

・４０歳未満かつ１級土木施工管理技士または、４０歳未満かつ1級建設機械施工管理技士の資格を有する技術者（主任（監

理）技術者）を配置する場合に評価する。 

・１級土木施工管理技士または１級建設機械施工管理技士の資格を有する技術者（主任（監理）技術者）を配置する場合に

評価する。 

 （略） 

(a-2) 配置予定技術者の建設系ＣＰＤ協議会加盟団体の継続学習制度における取得単位数および年齢 
 

建設系ＣＰＤ協議会加盟団体の継続学習制度に継続参加中であり、推奨単位数以上を取得している場合および年齢について

加点する。 
 

・設計金額7千万円以上で「(a)配置予定技術者の保有する資格および年齢」を評価項目としない案件において評価項目とす

る。 

・証明する資料として、建設系ＣＰＤ協議会加盟の各団体が発行する証明書の写しの提出が必要であり、単一企業の社内研

修会はユニット数算定の対象外とする場合がある。 

・有効とする証明期間は、今回発注する工事の入札公告日の属する年度から、評価基準の年数（１年～５年のいずれか）に

１年を加えた年数を遡った年度の４月１日から入札の申し込みを行った日までで、評価基準の年数に応じた任意の連続した

期間とする。 

 

・評価基準 
配置予定技術者の建設系ＣＰＤ協議会加盟団体の継続学習制度における取

得単位数および年齢 
配点 

４０歳未満かつ推奨単位数以上を取得している 1.5 

推奨単位数以上を取得している 1.0 

３５歳未満 0.5 

上記以外 0 

・４０歳未満かつ推奨単位数以上を取得している技術者（主任（監理）技術者）を配置する場合に評価する。 

・推奨単位数以上を取得している技術者（主任（監理）技術者）を配置する場合に評価する。 

・３５歳未満の技術者（主任（監理）技術者）を配置する場合に評価する。 

・評価対象とする年齢は、当該工事の入札書提出日が属する年度の４月１日時点の年齢とする。 

・推奨単位数 

 年数×各加盟団体の年間推奨単位 

（例）（社）全国土木施工管理技士会連合会（CPDS） 

２０ユニット／年、４０ユニット／２年、６０ユニット／３年、８０ユニット／４年、 

１００ユニット／５年のいずれかを満たすものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価基準 

配置予定技術者の保有する資格および年齢 配点 

４０歳未満かつ１級土木施工管理技士 1.5 

１級土木施工管理技士 1.0 

３５歳未満 0.5 

上記以外 0 

・４０歳未満かつ１級土木施工管理技士の資格を有する技術者（主任（監理）技術者）を配置する場合に評価する。 

・１級土木施工管理技士の資格を有する技術者（主任（監理）技術者）を配置する場合に評価する。 

 （略） 

 

 

(a-2) 配置予定技術者の建設系ＣＰＤ協議会加盟団体の継続学習制度における取得単位数および年齢 
 

建設系ＣＰＤ協議会加盟団体の継続学習制度に継続参加中であり、推奨単位数以上を取得している場合および年齢について

加点する。 
 

・設計金額7千万円以上で「(a)配置予定技術者の保有する資格および年齢」を評価項目としない案件において評価項目とす

る。 

・証明する資料として、建設系ＣＰＤ協議会加盟の各団体が発行する証明書の写しの提出が必要であり、単一企業の社内研

修会はユニット数算定の対象外とする場合がある。 

・有効とする証明期間は、今回発注する工事の入札公告日の属する年度から、評価基準の年数（１年～５年のいずれか）に

１年を加えた年数を遡った年度の４月１日から入札の申し込みを行った日までで、評価基準の年数に応じた任意の連続した

期間とする。 

 

・評価基準 
配置予定技術者の建設系ＣＰＤ協議会加盟団体の継続学習制度における取

得単位数および年齢 
配点 

４０歳未満かつ推奨単位数以上を取得している 1.5 

推奨単位数以上を取得している 1.0 

３５歳未満 0.5 

上記以外 0 

・４０歳未満かつ推奨単位数以上を取得している技術者（主任（監理）技術者）を配置する場合に評価する。 

・推奨単位数以上を取得している技術者（主任（監理）技術者）を配置する場合に評価する。 

・３５歳未満の技術者（主任（監理）技術者）を配置する場合に評価する。 

・評価対象とする年齢は、当該工事の入札書提出日が属する年度の４月１日時点の年齢とする。 

・推奨単位数 

 年数×各加盟団体の年間推奨単位 

（例）（社）全国土木施工管理技士会連合会（CPDS） 

２０ユニット／年、４０ユニット／２年、６０ユニット／３年、８０ユニット／４年、 

１００ユニット／５年のいずれかを満たすものとする。 
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（参考）令和６年度に入札公告された案件の有効とする証明期間 

２０ユニット／年の場合 
令和４年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した１年間 

４０ユニット／２年の場合 
令和３年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した２年間 

６０ユニット／３年の場合 
令和２年４月１日から入札の申し込みを行った日までの任意の連

続した３年間 

８０ユニット／４年の場合 
平成３１年４月１日から入札の申し込みを行った日までの任意の

連続した４年間 

１００ユニット／５年の場合 
平成３０年４月１日から入札の申し込みを行った日までの任意の

連続した５年間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）令和６年度に入札公告された案件の有効とする証明期間 

２０ユニット／年の場合 
令和４年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した１年間 

４０ユニット／２年の場合 
令和３年４月１日から入札の申し込みを行った日までの 

任意の連続した２年間 

６０ユニット／３年の場合 
令和２年４月１日から入札の申し込みを行った日までの任意の連

続した３年間 

８０ユニット／４年の場合 
平成３１年４月１日から入札の申し込みを行った日までの任意の

連続した４年間 

１００ユニット／５年の場合 
平成３０年４月１日から入札の申し込みを行った日までの任意の

連続した５年間 
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対
象

と
す

る
。

た
だ

し
、

A
社

の
過

去
の

実
績

が
、

甲
型

J
V

の
場
合
は
代
表
者
と
し
て
の
実
績
、
乙
型

JV
の
場
合
は
分
担
工
事
を
行
っ
た
構
成
員
と
し
て
の
実
績
に
限
り
加
点

対
象

と
す

る
。

過
去

J
V
の

代
表

者
A
社

の
実

績
を

加
点

対
象

と
す

る
。

過
去

J
V
の

経
験

が
、

甲
型

J
V
の

場
合

は
代

表
者

の
技

術
者
と

し
て

の
経

験
、

乙
型

J
V
の

場
合

は
分

担

工
事
を
行
っ
た
構
成
員

の
技
術
者
と
し
て
の
経
験
に
限
り
加
点
対
象
と
す
る
。

今
回

J
V
代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A
社

の
過

去
の

実
績

を
加

点
対

象
と

す
る

。
た

だ
し

、
A
社

の
過

去
の

実
績

が
J
V

の
構
成
員
で
あ
っ
た
場
合
に
は
加
点
対
象
と
し
な
い
。

(*
)

今
回

J
V
代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A
社

の
技

術
者

を
加

点
対

象
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
技

術
者

の
過

去
の

経
験

が
、

甲
型
VJ
の
場
合
は
代
表
者
の
技
術
者
と
し
て
の
経
験
、
乙
型
JV
の
場
合
は
分
担
工
事
を
行
っ
た
構
成
員
の
技
術
者

と
し

て
の

経
験

に
限

り
加

点
対

象
と

す
る

。

今
回

J
V
代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A
社

の
工

事
成

績
を

加
点

対
象

と
す

る
。

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
の

現
時

点
に

お
け

る
協

定
を

加
点

対
象

と
す

る
。

今
回

J
V
代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A
社

の
協

定
を

加
点

対
象

と
す

る
。

(
*
)

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
の

現
時

点
に

お
け

る
所

在
地

を
加

点
対

象
と

す
る

。
今

回
J
V
代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A
社

の
営

業
所

の
所

在
地

を
加

点
対

象
と

す
る

。
(
*
)

今
回
JV
代
表
者
と
し
て
参
加
す
る

A社
の
協
定
を
加
点
対
象
と
す
る
。

(*
)

そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
に
お
け
る
現
時
点
で
の
資
格
保
有
を
加
点
対
象
と
す
る
。

今
回
JV
代
表
者
と
し
て
参
加
す
る

A社
の
技
術
者
の
資
格
保
有
を
加
点
対
象
と
す
る
。

過
去

J
V
の

代
表

者
A
社

の
技

術
者

を
加

点
対

象
と

す
る

。
今
回
JV
代
表
者
と
し
て
参
加
す
る
A社

の
技
術
者
を
加
点
対
象
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
技
術
者
の
過
去
の
経
験
が

J
V
の

構
成

員
で

あ
っ

た
場

合
に

は
加

点
対

象
と

し
な

い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
の
現
時
点
に
お
け
る
協
定
を
加
点
対
象
と
す
る
。

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
の

現
時

点
に

お
け

る
取

組
を

加
点

対
象

と
す

る
。

今
回

J
V
代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A
社

の
取

組
を

加
点

対
象

と
す

る
。

(
*
)

そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
の
現
時
点
に
お
け
る
取
得
を
加
点
対
象
と
す
る
。

今
回
JV
代
表
者
と
し
て
参
加
す
る
A社

の
取
得
を
加
点
対
象
と
す
る
。

ど
ち
ら
の
自
社
雇
用
技
能
者
の
配
置
で
も
加
点
対
象
と
す
る
。

今
回
JV
代
表
者
と
し
て
参
加
す
る

A社
の
実
績
を
加
点
対
象
と
す
る
。
た
だ
し
、

A社
の
過
去
の
実
績
が

JV
の
構
成

員
で

あ
っ

た
場

合
に

は
加

点
対

象
と

し
な

い
。
(
*
)

過
去

J
V
の

代
表

者
A
社

の
実

績
を

加
点

対
象

と
す

る
。

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
に

お
け

る
現

時
点

で
の

若
手

担
当

技
術

者
の

常
駐

を
加

点
対

象
と

す
る

。
今

回
J
V
代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A
社

の
若

手
担

当
技

術
者

の
常

駐
を

加
点

対
象

と
す

る
。

１
２

　
実

績
評

価
項

目
に

関
す

る
共

同
企

業
体

（
Ｊ

Ｖ
）

の
評

価
対

象

Ａ
Ｂ

Ａ
Ｂ

単
体

単
体

－
－

代
表

者
構

成
員

単
体

ま
た

は
Ｊ

Ｖ
単

体
ま

た
は

Ｊ
Ｖ

代
表

者
構

成
員

－
－

○
○

○
×

注
３

 
：

（
＊

）
は

、
福

井
県

内
の

企
業

が
J
V
代

表
者

に
な

れ
な

い
案

件
で

は
、

構
成

員
B
社

も
評

価
対

象
と

す
る

場
合

が
あ

る
。

　
　

　
た

だ
し

、
福

井
県

内
企

業
B
社

の
過

去
の

実
績

が
J
V
の

構
成

員
で

あ
っ

た
場

合
に

は
、

加
点

対
象

と
し

な
い

。

注
４

 
：

 
案

件
に

応
じ

て
変

更
す

る
こ

と
が

あ
る

た
め

、
公

告
内

容
を

十
分

確
認

す
る

こ
と

。

注
５

 
：

（
＊

２
）

は
令

和
７

年
度

表
彰

か
ら

加
点

の
対

象
と

す
る

（
令

和
６

年
度

表
彰

に
つ

い
て

は
加

点
の

対
象

と
し

な
い

）
。

○
×

注
１

：
こ

の
表

に
お

け
る

「
構

成
員

」
と

は
、

「
代

表
者

以
外

の
構

成
員

」
の

こ
と

を
い

う
。

注
２

：
「

共
同

企
業

体
の

実
績

」
で

は
、

出
資

比
率

は
問

わ
な

い
も

の
と

す
る

。
「

○
」

は
加

点
対

象
と

し
、

「
×

」
は

加
点

対
象

と
し

な
い

こ
と

を
表

す
。

企 業 の 地 域 性 ・ 社 会 性

地
域

精
通

◆
主

た
る

営
業

所
の

所
在

地
主

た
る

営
業

所
（

建
設

業
法

に
規

定
す

る
主

た
る

営
業

所
に

限
る

。
）

の
所

在
地

社
会

貢
献

◆
福

井
県

域
道

路
啓

開
計

画
へ

の
取

組

○
×

地
域

貢
献

◆
福

井
県

ま
た

は
県

内
市

町
と

除
雪

等
契

約
を

締
結

し
た

実
績

の
有

無
（

営
繕

系
を

除
く

）

過
去

２
か

年
度

の
福

井
県

ま
た

は
県

内
市

町
と

の
除

雪
等

の
契

約
締

結
の

有
無

○
○

○
×

◆
企

業
の

福
井

県
と

県
有

建
築

物
に

係
る

緊
急

災
害

時
等

に
お

け
る

災
害

協
定

締
結

の
有

無
（

営
繕

系
）

○
×

◆
広

域
防

災
へ

の
取

組
福

井
県

内
で

の
大

規
模

か
つ

広
範

囲
な

自
然

災
害

発
生

時
に

お
け

る
土

木
事

務
所

管
内

を
超

え
た

応
援

体
制

の
有

無

○
○

○
×

◆
福

井
県

と
の

災
害

協
定

締
結

○
○

緊
急

災
害

時
等

に
お

け
る

災
害

協
定

締
結

の
有

無

○
○

県
有

建
築

物
に

係
る

緊
急

災
害

時
等

に
お

け
る

災
害

協
定

締
結

の
有

無

○
〇

×

優
良

工
事

表
彰

◆
配

置
予

定
技

術
者

の
優

良
工

事
表

彰
工

事
の

経
験

の
有

無
過

去
2
年

間
の

福
井

県
優

良
工

事
表

彰
工

事
に

お
け

る
経

験
の

有
無

○
○

（
*
2
）

○
○

（
*
2
）

若
手

担
当

技
術

者
の

常
駐

◆
若

手
担

当
技

術
者

の
常

駐
有

無
監

理
技

術
者

等
の

下
で

4
0
歳

未
満

の
1

級
国

家
資

格
を

有
す

る
若

手
担

当
技

術
者

を
常

駐

○
○

○○
○

保
有

資
格

（
ま

た
は

継
続

学
習

）
◆

配
置

予
定

技
術

者
が

保
有

す
る

資
格

監
理

技
術

者
（

又
は

主
任

技
術

者
）

が
保

有
す

る
資

格

○
○

○
×

配 置 予 定 技 術 者 の 技 術 力

同
種

工
事

の
施

工
経

験
◆

配
置

予
定

技
術

者
が

同
種

工
事

の
施

工
経

験
を

有
す

る
こ

と
。

過
去

２
０

年
間

の
同

種
工

事
の

施
工

経
験

○
○

×

優
良

工
事

表
彰

◆
企

業
の

優
良

工
事

表
彰

の
実

績

技
能

資
格

を
保

有
す

る
自

社
雇

用
技

能
者

の
配

置
◆

技
能

資
格

を
保

有
す

る
自

社
雇

用
技

能
者

を
１

名
以

上
配

置
指

定
工

種
に

お
け

る
施

工
期

間
の

す
べ

て
に

従
事

○
○

○
○

Ｉ
Ｓ

Ｏ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

取
組

◆
Ｉ

Ｓ
Ｏ

取
得

の
取

組
Ｉ

Ｓ
Ｏ

９
０

０
１

認
証

取
得

の
有

無

○
○

○

過
去

２
年

間
の

福
井

県
優

良
工

事
表

彰
の

有
無

○
○

(
*
2
)

○

○ ×

○
（

*
2
）

工
事

成
績

評
定

点
◆

企
業

の
工

事
成

績
評

点
の

平
均

点
が

一
定

の
点

数
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

。
過

去
２

か
年

度
の

工
事

成
績

評
定

点
の

平
均

点

○
○

○

加
点

対
象

技 術 的 能 力 の 審 査

実 績 確 認 項 目

企 業 の 技 術 力

同
種

工
事

の
施

工
実

績
◆

企
業

が
同

種
工

事
の

施
工

実
績

を
有

す
る

こ
と

。
過

去
２

０
年

間
の

同
種

工
事

の
施

工
実

績

○
○

○

代
表

者
と

構
成

員
の

区
分

評
価

項
目

審
査

基
準

評
価

内
容

加
点

対
象

企
　

　
業

今
回

の
入

札
案

件
で

の
参

加
形

態
　

経
常

Ｊ
Ｖ

ま
た

は
特

定
Ｊ

Ｖ
を

構
成

代
表

者
と

構
成

員
の

区
分

過
去

の
形

態
　

経
常

Ｊ
Ｖ

ま
た

は
特

定
Ｊ

Ｖ
を

構
成

ど
ち

ら
の

工
事

成
績

も
加

点
対

象
と

す
る

。

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
に

お
け

る
自

社
雇

用
技

能
者

の
配

置
を

加
点

対
象

と
す

る
。

今
回

入
札

に
参

加
す

る
J
Vを

構
成

す
る

代
表

者
も

し
く

は
構

成
員

の
い

ず
れ

か
の

実
績

１
件

を
評

価
対

象
と
す
る
（
代
表
者
で
１
件
、
構
成
員
で
１
件
で
は
な
い
）
。

今
回

入
札

に
参

加
す

る
J
Vを

構
成

す
る

代
表

者
も

し
く

は
構

成
員

の
い

ず
れ

か
の

技
術

者
が

施
工

経
験

を
有

し
て

い
れ

ば
加

点
対

象
と

す
る

。

今
回

J
V代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A社

の
工

事
成

績
を

加
点

対
象

と
す

る
。

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
の

現
時

点
に

お
け

る
協

定
を

加
点

対
象

と
す

る
。

今
回

J
V代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A社

の
協

定
を

加
点

対
象

と
す

る
。

(*
)

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
の

現
時

点
に

お
け

る
所

在
地

を
加

点
対

象
と

す
る

。
今

回
J
V代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A社

の
営

業
所

の
所

在
地

を
加

点
対

象
と

す
る

。
(*
)

今
回

J
V代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A社

の
協

定
を

加
点

対
象

と
す

る
。

(*
)

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
に

お
け

る
現

時
点

で
の

資
格

保
有

を
加

点
対

象
と

す
る

。
今

回
J
V代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A社

の
技

術
者

の
資

格
保

有
を

加
点

対
象

と
す

る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
の
現
時
点
に
お
け
る
協
定
を
加
点
対
象
と
す
る
。

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
の

現
時

点
に

お
け

る
取

組
を

加
点

対
象

と
す

る
。

今
回

J
V代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A社

の
取

組
を

加
点

対
象

と
す

る
。

(*
)

そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
の
現
時
点
に
お
け
る
取
得
を
加
点
対
象
と
す
る
。

今
回
J
V代

表
者
と
し
て
参
加
す
る

A社
の
取
得
を
加
点
対
象
と
す
る
。

ど
ち

ら
の

自
社

雇
用

技
能

者
の

配
置

で
も

加
点

対
象

と
す

る
。

今
回

J
V代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A社

の
実

績
を

加
点

対
象

と
す

る
。

た
だ

し
、

A社
の

過
去

の
実

績
が

J
Vの

構
成

員
で

あ
っ

た
場

合
に

は
加

点
対

象
と

し
な

い
。

(
*)

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
に

お
け

る
現

時
点

で
の

若
手

担
当

技
術

者
の

常
駐

を
加

点
対

象
と

す
る

。
今

回
J
V代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A社

の
若

手
担

当
技

術
者

の
常

駐
を

加
点

対
象

と
す

る
。

今
回

入
札

に
参

加
す

る
J
Vを

構
成

す
る

代
表

者
も

し
く

は
構

成
員

の
実

績
１

件
を

評
価

対
象

と
す

る
（

代
表

者
で

１
件

、
構

成
員

で
１

件
で

は
な

い
）

。

今
回

入
札

に
参

加
す

る
J
Vを

構
成

す
る

代
表

者
も

し
く

は
構

成
員

の
い

ず
れ

か
の

技
術

者
が

施
工

経
験

を
有

し
て

い
れ

ば
加

点
対

象
と

す
る

。

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
の

現
時

点
に

お
け

る
協

定
を

加
点

対
象

と
す

る
。

今
回

J
V代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A社

の
協

定
を

加
点

対
象

と
す

る
。

(*
)

１
２

　
実

績
評

価
項

目
に

関
す

る
共

同
企

業
体

（
Ｊ

Ｖ
）

の
評

価
対

象

Ａ
Ｂ

Ａ
Ｂ

単
体

単
体

－
－

代
表

者
構

成
員

単
体

ま
た

は
Ｊ

Ｖ
単

体
ま

た
は

Ｊ
Ｖ

代
表

者
構

成
員

－
－

○
○

○
×

注
３

 
：

（
＊

）
は

、
福

井
県

内
の

企
業

が
J
V
代

表
者

に
な

れ
な

い
案

件
で

は
、

構
成

員
B
社

も
評

価
対

象
と

す
る

場
合

が
あ

る
。

　
　

　
た

だ
し

、
福

井
県

内
企

業
B
社

の
過

去
の

実
績

が
J
V
の

構
成

員
で

あ
っ

た
場

合
に

は
、

加
点

対
象

と
し

な
い

。

注
４

 
：

 
案

件
に

応
じ

て
変

更
す

る
こ

と
が

あ
る

た
め

、
公

告
内

容
を

十
分

確
認

す
る

こ
と

。

注
５

 
：

（
＊

２
）

は
、

過
去

の
実

績
（

経
験

）
が

甲
型

J
V
の

場
合

は
代

表
者

ま
た

は
出

資
比

率
２

０
％

以
上

の
構

成
員

と
し

て
の

実
績

（
経

験
）

、

　
　

　
乙

型
J
V
の

場
合

は
分

担
工

事
を

行
っ

た
構

成
員

と
し

て
の

実
績

（
経

験
）

に
限

り
加

点
対

象
と

す
る

。

注
６

 
：

（
＊

３
）

は
令

和
７

年
度

表
彰

か
ら

加
点

の
対

象
と

す
る

（
令

和
６

年
度

表
彰

に
つ

い
て

は
加

点
の

対
象

と
し

な
い

）
。

企
　

　
業

今
回

の
入

札
案

件
で

の
参

加
形

態
　

経
常

Ｊ
Ｖ

ま
た

は
特

定
Ｊ

Ｖ
を

構
成

代
表

者
と

構
成

員
の

区
分

過
去

の
形

態
　

経
常

Ｊ
Ｖ

ま
た

は
特

定
Ｊ

Ｖ
を

構
成

代
表

者
と

構
成

員
の

区
分

評
価

項
目

審
査

基
準

評
価

内
容

加
点

対
象

加
点

対
象

技 術 的 能 力 の 審 査

実 績 確 認 項 目

企 業 の 技 術 力

同
種

工
事

の
施

工
実

績
◆

企
業

が
同

種
工

事
の

施
工

実
績

を
有

す
る

こ
と

。
過

去
２

０
年

間
の

同
種

工
事

の
施

工
実

績

○
○

(
*
2
)

○

工
事

成
績

評
定

点
◆

企
業

の
工

事
成

績
評

点
の

平
均

点
が

一
定

の
点

数
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

。
過

去
２

か
年

度
の

工
事

成
績

評
定

点
の

平
均

点

○
○

○

◆
企

業
の

優
良

工
事

表
彰

の
実

績
過

去
２

年
間

の
福

井
県

優
良

工
事

表
彰

の
有

無

○
○

(
*
2
)
(
*
3
)

○

× ×

○

×

Ｉ
Ｓ

Ｏ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

取
組

◆
Ｉ

Ｓ
Ｏ

取
得

の
取

組
Ｉ

Ｓ
Ｏ

９
０

０
１

認
証

取
得

の
有

無

○
○

○
×

優
良

工
事

表
彰

保
有

資
格

（
ま

た
は

継
続

学
習

）

技
能

資
格

を
保

有
す

る
自

社
雇

用
技

能
者

の
配

置
◆

技
能

資
格

を
保

有
す

る
自

社
雇

用
技

能
者

を
１

名
以

上
配

置
指

定
工

種
に

お
け

る
施

工
期

間
の

す
べ

て
に

従
事

○
○

×○

配 置 予 定 技 術 者 の 技 術 力

同
種

工
事

の
施

工
経

験
◆

配
置

予
定

技
術

者
が

同
種

工
事

の
施

工
経

験
を

有
す

る
こ

と
。

過
去

２
０

年
間

の
同

種
工

事
の

施
工

経
験

○
○

(
*
2
)

○
×

監
理

技
術

者
等

の
下

で
4
0
歳

未
満

の
1
級

国
家

資
格

を
有

す
る

若
手

担
当

技
術

者
を

常
駐

○
○

○

◆
配

置
予

定
技

術
者

が
保

有
す

る
資

格
監

理
技

術
者

（
又

は
主

任
技

術
者

）
が

保
有

す
る

資
格

○
○

○

×

優
良

工
事

表
彰

◆
配

置
予

定
技

術
者

の
優

良
工

事
表

彰
工

事
の

経
験

の
有

無
過

去
2
年

間
の

福
井

県
優

良
工

事
表

彰
工

事
に

お
け

る
経

験
の

有
無

○
○

（
*
2
）

(
*
3
)

○
×

若
手

担
当

技
術

者
の

常
駐

◆
若

手
担

当
技

術
者

の
常

駐
有

無

地
域

精
通

◆
主

た
る

営
業

所
の

所
在

地
主

た
る

営
業

所
（

建
設

業
法

に
規

定
す

る
主

た
る

営
業

所
に

限
る

。
）

の
所

在
地

○
○

緊
急

災
害

時
等

に
お

け
る

災
害

協
定

締
結

の
有

無

○
○

○
×

社
会

貢
献

◆
広

域
防

災
へ

の
取

組
福

井
県

内
で

の
大

規
模

か
つ

広
範

囲
な

自
然

災
害

発
生

時
に

お
け

る
土

木
事

務
所

管
内

を
超

え
た

応
援

体
制

の
有

無

○
○

○
×

◆
福

井
県

と
の

災
害

協
定

締
結

○
×

◆
福

井
県

域
道

路
啓

開
計

画
へ

の
取

組

地
域

貢
献

◆
福

井
県

ま
た

は
県

内
市

町
と

除
雪

等
契

約
を

締
結

し
た

実
績

の
有

無
（

営
繕

系
を

除
く

）
過

去
２

か
年

度
の

福
井

県
ま

た
は

県
内

市
町

と
の

除
雪

等
の

契
約

締
結

の
有

無

○
○

○

注
１

：
こ

の
表

に
お

け
る

「
構

成
員

」
と

は
、

「
代

表
者

以
外

の
構

成
員

」
の

こ
と

を
い

う
。

注
２

：
「

共
同

企
業

体
の

実
績

」
で

は
、

出
資

比
率

は
問

わ
な

い
も

の
と

す
る

。
「

○
」

は
加

点
対

象
と

し
、

「
×

」
は

加
点

対
象

と
し

な
い

こ
と

を
表

す
。

×

◆
企

業
の

福
井

県
と

県
有

建
築

物
に

係
る

緊
急

災
害

時
等

に
お

け
る

災
害

協
定

締
結

の
有

無
（

営
繕

系
）

県
有

建
築

物
に

係
る

緊
急

災
害

時
等

に
お

け
る

災
害

協
定

締
結

の
有

無

○
〇

○
×

企 業 の 地 域 性 ・ 社 会 性

ど
ち
ら

の
工

事
成
績

も
加

点
対

象
と

す
る

。

そ
れ
ぞ

れ
の

企
業

に
お

け
る
自

社
雇
用

技
能

者
の

配
置

を
加

点
対

象
と

す
る

。

今
回
JV

代
表

者
と

し
て

参
加
す

る
A社

の
工

事
成

績
を

加
点

対
象

と
す

る
。

そ
れ
ぞ

れ
の

企
業
の

現
時

点
に

お
け

る
協

定
を

加
点

対
象

と
す
る

。
今

回
JV
代

表
者
と

し
て

参
加

す
る

A社
の
協

定
を
加

点
対

象
と

す
る

。
(*
)

そ
れ
ぞ

れ
の

企
業
の

現
時

点
に

お
け

る
所

在
地

を
加

点
対

象
と
す

る
。

今
回
JV

代
表

者
と

し
て
参

加
す

る
A社

の
営

業
所

の
所

在
地

を
加

点
対

象
と

す
る

。
(*

)

今
回

JV
代

表
者
と

し
て

参
加

す
る

A社
の

協
定

を
加

点
対

象
と
す

る
。

(*
)

そ
れ
ぞ

れ
の

企
業
に

お
け

る
現

時
点

で
の

資
格

保
有

を
加

点
対
象

と
す

る
。

今
回
JV
代
表
者
と
し
て
参
加
す
る

A社
の
技
術
者
の
資
格
保
有
を
加
点
対
象
と
す
る
。

そ
れ
ぞ

れ
の

企
業
の

現
時

点
に

お
け

る
協

定
を

加
点

対
象

と
す
る

。

そ
れ
ぞ

れ
の

企
業
の

現
時

点
に

お
け

る
取

組
を

加
点

対
象

と
す
る

。
今
回

JV
代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A社

の
取

組
を

加
点

対
象

と
す

る
。

(*
)

そ
れ
ぞ

れ
の

企
業
の

現
時

点
に

お
け

る
取

得
を

加
点

対
象

と
す
る

。
今
回

JV
代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A社

の
取

得
を

加
点

対
象

と
す

る
。

ど
ち

ら
の

自
社
雇

用
技

能
者

の
配

置
で
も

加
点

対
象

と
す
る

。

そ
れ
ぞ

れ
の

企
業
に

お
け

る
現

時
点

で
の

若
手

担
当

技
術

者
の
常

駐
を

加
点

対
象

と
す

る
。

今
回
JV
代
表
者
と
し
て
参
加
す
る

A社
の
若
手
担
当
技
術
者
の
常
駐
を
加
点
対
象
と
す
る
。

そ
れ
ぞ

れ
の

企
業
の

現
時

点
に

お
け

る
取

組
を

加
点

対
象

と
す
る

。

出
資
比
率
２
０
％
以
上
の
構
成
員
と
し
て
の
実
績

を
加
点

対
象

と
す

る

今
回
J
V代

表
者
と
し
て
参
加
す
る

A社
の
実
績
を
加
点
対
象
と
す
る
。
た
だ
し
、

A社
の
過
去
の
実
績
が
、
甲
型

JV
の

場
合

は
代

表
者

ま
た
は

出
資

比
率

２
０

％
以

上
の
構

成
員

と
し
て

の
実

績
、

乙
型

JV
の

場
合

は
分

担
工

事
を

行
っ
た

構
成

員
と
し

て
の

実
績

に
限

り
加
点

対
象

と
す

る
。

今
回

J
V
代
表

者
と
し

て
参

加
す

る
A社

の
過

去
の

実
績
を

加
点

対
象

と
す

る
。

た
だ

し
、

A社
の

過
去

の
実

績
が

甲
型

JV
の
場

合
は

代
表

者
ま

た
は

出
資

比
率

２
０

％
以
上

の
構

成
員

と
し

て
の

実
績

、
乙
型

JV
の

場
合

は
分

担
工

事
を

行
っ

た
構
成

員
と

し
て

の
実

績
に

限
り

加
点

対
象

と
す
る

。
(*
)(

*3
)

今
回
JV
代
表
者
と
し
て
参
加
す
る

A社
の
技
術
者
を
加
点
対
象
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
技
術
者
の
過
去
の
経
験
が
、
甲

型
JV
の

場
合

は
代

表
者

ま
た

は
出

資
比

率
２

０
％

以
上

の
構

成
員
の

技
術

者
と

し
て

の
経

験
、

乙
型
JV

の
場

合
は

分
担

工
事
を

行
っ

た
構

成
員

の
技

術
者
と

し
て

の
経

験
に

限
り
加

点
対

象
と

す
る

。

今
回

JV
代

表
者
と

し
て

参
加

す
る

A社
の

技
術

者
を

加
点

対
象

と
す
る

。
た

だ
し

、
当

該
技

術
者

の
過

去
の
経

験
が

甲
型

JV
の

場
合

は
代

表
者

ま
た

は
出
資

比
率

２
０
％

以
上

の
構

成
員

の
技

術
者
と
し

て
の

経
験

、
乙

型
JV
の

場
合

は
分

担
工

事
を

行
っ

た
構
成

員
の
技

術
者

と
し
て

の
経
験

に
限

り
加

点
対

象
と
す

る
。

(*
3)

今
回

JV
代

表
者

と
し

て
参
加

す
る

A社
の

協
定

を
加

点
対

象
と

す
る

。
(*

)

今
回

JV
代

表
者

と
し

て
参

加
す

る
A社

の
実

績
を

加
点

対
象
と

す
る

。
た

だ
し

、
A
社

の
過

去
の

実
績
が

経
常

JV
の
場

合
は
、

代
表

者
ま

た
は

出
資

比
率

２
０

％
以

上
の
構

成
員

と
し

て
の

実
績

に
限

り
加
点

対
象

と
す

る
。

(*
)
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☆本資料

本資料 添付資料 添付資料

－ 技術資料提出書 様式第4号
無

入札参加資格確

認申請書と同時

に電送

－ 技術資料自己評価申請書 様式第４号の２
無

－ ○ －

品質に係る提案 様式第5号
無

施工上の課題に係る提案 様式第6号
無

様式第7号
無

様式第7号の２ 無

安全に係る提案 様式第8号 無

企業の技術力
（施工実績、ISO認証、優良工事表彰、技能資格を
保有する自社雇用技能者）

様式第9号
ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、契約書、施工図面、
設計書、ISO、資格者証の写、健康保険証
の写

企業の工事成績算出対象工事 様式第10号 工事成績の写し

企業の工事成績として評価する工事の実績
（建築一式工事のみ）

様式第10号の２

ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、契約書、施工図面、
設計書、建築基準法の規定による検査済
証、中間検査合格証の写しまたは検査機関

発行のこれに代わる証明書の写

配
置
予
定

技
術
者

主任（監理）技術者
（保有資格、施工経験、優良工事表彰、継続学
習）

様式第11号
ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、契約書、施工図
面、設計書、資格者証、継続学習証明
書の写

地域精通（主たる営業所の所在地） 無

広域防災への取組（土木一式工事のみ） 無

社会貢献（災害協定） 証明書写

県内企業の活用 無

無

様式第9号の４
無

－

○

様式第9号

県産品の活用

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
と
同
時
に
電
送

、
郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
り
一
部
提
出

－

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
と
同
時
に

電
送

、
郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
り
一
部
提
出

区分 作成および提出様式資料一覧
様式番号 事前審査型

技
術
提
案

企
業
の
技
術
力

工程に係る提案

事後審査型

タイプ区分と提出資料

添付資料(※2） 事前審査型

提出時期と提出方法

事後審査型

本資料

地域貢献
（除雪等の契約）
（応急危険度判定士）

建築、管、電気、電気通信、機械器具設置

工事の場合

契約書写、震災建築物応急危険度判
定士認定証写、健康保険証の写

県の工事成績を有しない場合

入札書と同時に電

送

○

○

○
（必要に応じて

設定）

県の工事成績を有しない場合

☆本資料

本資料 添付資料 添付資料

－ 技術資料提出書 様式第4号 無
入札参加資格確
認申請書と同時
に電送

－ 技術資料自己評価申請書 様式第4号の2 無 － ○ －

品質に係る提案 様式第5号 無

施工上の課題に係る提案 様式第6号 無

様式第7号 無

様式第7号の2 無

安全に係る提案 様式第8号 無

企業の技術力
（施工実績、ISO認証、優良工事表彰、技能資格を保有す
る自社雇用技能者）

様式第9号
ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、契約書、施工図面、
設計書、ISO、資格者証の写、住民税特別徴
収税額通知書等の写

企業の工事成績算出対象工事 様式第10号 工事成績の写し

企業の工事成績として評価する工事の実績
（建築一式工事のみ）

様式第10号の2

ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、契約書、施工図面、
設計書、建築基準法の規定による検査済
証、中間検査合格証の写しまたは検査機関
発行のこれに代わる証明書の写

配
置
予
定

技
術
者

主任（監理）技術者
（保有資格、施工経験、優良工事表彰、継続学習） 様式第11号

ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、契約書、施工図面、
設計書、資格者証、継続学習証明書の写

地域精通（主たる営業所の所在地） 無

広域防災への取組（土木一式工事のみ） 無

社会貢献（災害協定） 証明書写

福井県域道路啓開計画への取組（土木一式工事のみ） 無

県内企業の活用 無

無

様式第9号の4 無

　※　重複する資料は１部でよい

提出時期と提出方法

様式番号 事前審査型 事後審査型
事前審査型 事後審査型

本資料

入札書と同時に
電送

技
術
提
案

○
（必要に応じて

設定）
－ －

区分 作成および提出様式資料一覧

企
業
の
技
術
力

○

県の工事成績を有しない場合

県の工事成績を有しない場合

工程に係る提案

○

添付資料(※2）

タイプ区分と提出資料

○

企
業
の
地
域
性

、
社
会
性

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
と
同
時
に
電
送

、
郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
り
一
部
提
出

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
と
同
時
に

電
送

、
郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
り
一
部
提
出様式第9号

地域貢献
（除雪等の契約）
（応急危険度判定士）

契約書写、震災建築物応急危険度判定
士認定証写、健康保険証の写

県産品の活用
建築、管、電気、電気通信、機械器具設

置工事の場合
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１４ 落札者決定基準（評価項目）〔例〕 

（１）土木一式工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ （略） 

１４ 落札者決定基準（評価項目）〔例〕 

（１）土木一式工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ （略） 

別記２

分類 評 価 項 目 評 価 内 容 評 価 基 準
評価

点数

（Ａ) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(B)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発注規模
以上であったもの 1.5

（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発注規模
の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

（C)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発注規模
以上であったもの 1.5

（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発注規模
の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

１級土木施工管理技士の資格を保有 1.0

上記以外 0.0

左記①および②の資格を保有 1.0

左記①または②の資格を保有 0.5

上記以外 0.0

コンクリートの品質確保に資する資格 0.5

上記以外 0.0

若手担当技術者の常駐 0.5

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

推奨単位数以上を取得している 1.0

推奨単位数の半分以上を取得している 0.5

上記以外 0.0

推奨単位数以上を取得している 0.5

上記以外 0.0

○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

取組あり 0.5

取組なし 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

実績あり 1.0

実績なし 0.0

(1)および(2)を満たす 0.5

上記以外 0.0

30.0

15.0

(注)

「土木一式」　評 価 基 準 表(○○○○○○○工事）

(a)同種工事の施工実
績の有無
（平成○年4月1日から入札
の申し込みを行った日ま
で）

過去20年間に企業が元請けとして同種工事の施工実績を有してい
るか

(a)同種工事の施工経
験の有無
（平成○年4月1日から入札
の申し込みを行った日ま
で）

配置予定技術者が過去20年間の同種工事において元請け企業の監
理技術者等、現場代理人、監理技術者補佐としての施工経験を有
しているか

１．加点評価を行った評価項目の履行確保の方法については別記１のとおりとする。

２．特記仕様書［別表］県産品の活用において、該当欄がすべて空白である場合には、評価基準表「（１）および（２）を満たす」を「（１）を満たす」と読み替える。

３．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。

４．現場代理人または監理技術者補佐としての経験は、過去の同種工事に携わった段階で１級国家資格等を保有していた場合に限る。

企
業
の
技
術
力
　
　
6
.
0
点

(b)工事成績
「業種：土木一式」
（令和○年度から令和○年
度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合は、○
○地方整備局が発注する工事（○○○○○））の過去2か年度の企
業の工事成績評定点の平均点が一定の点数を満たしているか

0.5～
3.4

(c)優良工事表彰
[業種：土木一式]
（令和○年度表彰、令和○
年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

(d)品質管理マネジメ
ントの取得

品質管理マネジメントISO9001認証を取得しているか

配
置
予
定
技
術
者
の
技
術
力
 
3
.
5
点

(b)配置予定技術者の
保有する資格

配置予定技術者の保有する資格

(b-2)配置予定技術者
の保有する資格

配置予定技術者の保有する資格
①１級土木施工管理技士
②コンクリートの品質確保に資する資格

(b-3)配置予定技術者
の保有する資格

配置予定技術者の保有する資格

(c）若手担当技術者
の常駐

専任の監理技術者等の下で、１級土木施工管理技士を有する若手
担当技術者を常駐

(d)優良工事表彰受賞
経験[業種：土木一
式]
（令和○年度表彰、令和○
年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の監理技
術者等としての経験の有無

(e)配置予定技術者の
継続学習への取組状
況

建設系ＣＰＤ協議会加盟団体の取得単位数
　[推奨単位数]
　　連続した１～５年間で年数×各団体の推奨単位数以上
　　を満たすもの

(e-2)配置予定技術者
の継続学習への取組
状況

建設系ＣＰＤ協議会加盟団体の取得単位数
　[推奨単位数]
　　連続した１～５年間で年数×各団体の推奨単位数以上
　　を満たすもの

(Ｄ)
(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

過去2か年度における県または市町と除雪作業（凍結防止剤散布を
含む）の契約を締結した実績の有無

(d)県内企業および県
産品の活用

(1)県内企業の活用
①～③のいずれかを満たす場合に評価する（別表１参照）
①元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県内に主
たる営業所を有する企業を下請企業として活用する
② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主たる営業
所を有する元請企業が、その一部を県内に主たる営業所を有する
企業を下請企業として活用し、残りを自ら施工する
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工
種」の全てを自ら施工する

(2)使用資材の福井県産品活用(福井県内で生産された資材を含
む）
発注者指定の品目（特記仕様書 別表 参照）に県産品を活用する

満点

技術提案を求める標準型

技術提案を求めない簡易型

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性
　
5
.
5
点

(b)社会貢献度

①広域防災への取組

②福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有無

(c)地域貢献度
（令和○年度または令和○
年度）

別記２

分類 評 価 項 目 評 価 内 容 評 価 基 準
評価

点数

（Ａ) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(B)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発注規模
以上であったもの 1.5

（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発注規模
の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

（C)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発注規模
以上であったもの 1.5

（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発注規模
の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

１級土木施工管理技士または1級建設機械施工管理技士の資
格を保有 1.0

上記以外 0.0

左記①および②の資格を保有 1.0

左記①または②の資格を保有 0.5

上記以外 0.0

コンクリートの品質確保に資する資格 0.5

上記以外 0.0

若手担当技術者の常駐 0.5

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

推奨単位数以上を取得している 1.0

推奨単位数の半分以上を取得している 0.5

上記以外 0.0

推奨単位数以上を取得している 0.5

上記以外 0.0

○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

取組あり 0.5

取組なし 0.0

災害協定の締結あり 0.5

災害協定の締結なし 0.0

取組あり 0.5

取組なし 0.0

実績あり 1.0

実績なし 0.0

(1)および(2)を満たす 0.5

上記以外 0.0

30.0

15.0

(注)

「土木一式」　評 価 基 準 表(○○○○○○○工事）

(a)同種工事の施工実
績の有無
（平成○年4月1日から入札
の申し込みを行った日ま
で）

過去20年間に企業が元請けとして同種工事の施工実績を有してい
るか

企
業
の
技
術
力
　
　
6
.
0
点

(b)工事成績
「業種：土木一式」
（令和○年度から令和○年
度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合は、○
○地方整備局が発注する工事（○○○○○））の過去2か年度の企
業の工事成績評定点の平均点が一定の点数を満たしているか

0.5～
3.4

(c)優良工事表彰
[業種：土木一式]
（令和○年度表彰、令和○
年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

(d)品質管理マネジメ
ントの取得

品質管理マネジメントISO9001認証を取得しているか

(a)同種工事の施工経
験の有無
（平成○年4月1日から入札
の申し込みを行った日ま
で）

配置予定技術者が過去20年間の同種工事において元請け企業の監
理技術者等、現場代理人、監理技術者補佐としての施工経験を有
しているか

配
置
予
定
技
術
者
の
技
術
力
 
3
.
5
点

(b)配置予定技術者の
保有する資格

配置予定技術者の保有する資格

(b-2)配置予定技術者
の保有する資格

配置予定技術者の保有する資格
①１級土木施工管理技士または1級建設機械施工管理技士
②コンクリートの品質確保に資する資格

(b-3)配置予定技術者
の保有する資格

配置予定技術者の保有する資格

(c）若手担当技術者
の常駐

専任の監理技術者等の下で、１級土木施工管理技士を有する若手
担当技術者を常駐

(d)優良工事表彰受賞
経験[業種：土木一
式]
（令和○年度表彰、令和○
年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の監理技
術者等としての経験の有無

(e)配置予定技術者の
継続学習への取組状
況

建設系ＣＰＤ協議会加盟団体の取得単位数
　[推奨単位数]
　　連続した１～５年間で年数×各団体の推奨単位数以上
　　を満たすもの

満点

技術提案を求める標準型

技術提案を求めない簡易型

(e-2)配置予定技術者
の継続学習への取組
状況

建設系ＣＰＤ協議会加盟団体の取得単位数
　[推奨単位数]
　　連続した１～５年間で年数×各団体の推奨単位数以上
　　を満たすもの

(Ｄ)
(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性
　
5
.
5
点

①広域防災への取組

②福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有無

(c)地域貢献度
（令和○年度または令和○
年度）

(b)社会貢献度

③福井県域道路啓開計画への取組

１．加点評価を行った評価項目の履行確保の方法については別記１のとおりとする。

２．特記仕様書［別表］県産品の活用において、該当欄がすべて空白である場合には、評価基準表「（１）および（２）を満たす」を「（１）を満たす」と読み替える。

３．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。

４．現場代理人または監理技術者補佐としての経験は、過去の同種工事に携わった段階で１級国家資格等を保有していた場合に限る。

過去2か年度における県または市町と除雪作業（凍結防止剤散布を
含む）の契約を締結した実績の有無

(d)県内企業および県
産品の活用

(1)県内企業の活用
①～③のいずれかを満たす場合に評価する（別表１参照）
①元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県内に主
たる営業所を有する企業を下請企業として活用する
② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主たる営業
所を有する元請企業が、その一部を県内に主たる営業所を有する
企業を下請企業として活用し、残りを自ら施工する
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工
種」の全てを自ら施工する

(2)使用資材の福井県産品活用(福井県内で生産された資材を含
む）
発注者指定の品目（特記仕様書 別表 参照）に県産品を活用する
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（２）鋼構造物工事～（３）建築一式工事（略） 

 

（４）舗装工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ （略） 

（２）鋼構造物工事～（３）建築一式工事 （略） 

 

（４）舗装工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ （略） 

別記５ 　　　　　　　「舗装工事」　評 価 基 準 表(○○○○○○○工事）

 (A) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(B)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該
発注規模の60%以上であったもの 1.5

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

（C)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該
発注規模の60%以上であったもの 1.5

上記以外 0.0

１級舗装施工管理技術者の資格を保有 1.0

２級舗装施工管理技術者の資格を保有 0.5

上記以外 0.0

若手担当技術者の常駐 0.5

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

(Ｄ)
○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

自社保有のグレーダによる除雪契約実績あり 1.0

上記以外の除雪作業の契約実績あり 0.5

実績なし 0.0

(１)および(２)を満たす 0.5

上記以外 0.0

29.5

14.5

(注)

４．現場代理人または監理技術者補佐としての経験は、過去の同種工事に携わった段階で１級国家資格等を保有していた場合に限る。

３．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。

満点

技術提案を求める標準型

技術提案を求めない簡易型

１．加点評価を行った評価項目の内容の履行確保の方法については別記１のとおりとする。

２．特記仕様書［別表］県産品の活用において、該当欄がすべて空白である場合には、評価基準表「（１）および（２）を満たす」を「（１）を満たす」と読み替え
る。

(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性

5
.
0
点

(c)地域貢献度
（令和○年度ま
たは令和○年
度）

過去2か年度における県または市町と除雪作業（凍結防止剤散布を
含む）の契約を締結した実績の有無

(d)県内企業およ
び県産品の活用

(1)県内企業の活用
①～③のいずれかを満たす場合に評価する（別表１参照）
①元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県内に主
たる営業所を有する企業を下請企業として活用する
② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主たる営業
所を有する元請企業が、その一部を県内に主たる営業所を有する
企業を下請企業として活用し、残りを自ら施工する
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工
種」の全てを自ら施工する

(2)使用資材の福井県産品活用(福井県内で生産された資材を含
む）
発注者指定の品目（特記仕様書 別表 参照）に県産品を活用する

福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有無(b)社会貢献度

配
置
予
定
技
術
者
の

技
術
力
3
.
5
点

(b)配置予定技術
者の保有する資
格

配置予定技術者の保有する資格

(d)優良工事表彰
受賞経験
[業種：舗装]
（令和○年度表彰、
令和○年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の監理技
術者等としての経験の有無

(c）若手担当技
術者の常駐

専任の監理技術者等の下で、１級土木施工管理技士を有する若手
担当技術者を常駐

(a)同種工事の施
工経験の有無
（平成○年4月1日か
ら入札の申し込みを
行った日まで）

配置予定技術者が過去20年間の同種工事において元請け企業の監
理技術者等、現場代理人、監理技術者補佐としての施工経験を有
しているか

0.5～
3.4

(d)品質管理マネ
ジメントの取得

品質管理マネジメントISO9001認証を取得しているか

(c)優良工事表彰
[業種：舗装]
（令和○年度表彰、
令和○年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

分類 評価項目 評価内容 評価基準
評価
点数

(a)同種工事の施
工実績の有無
（平成○年4月1日か
ら入札の申し込みを
行った日まで）

過去20年間に企業が元請けとして同種工事の施工実績を有してい
るか

企
業
の
技
術
力
　
　
6
.
0
点

(b)工事成績
「業種：舗装」
（令和○年度から令
和○年度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合は、○
○地方整備局が発注する工事（○○○○○））の過去2か年度の企
業の工事成績評定点の平均点が一定の点数を満たしているか

別記５ 　　　　　　　「舗装工事」　評 価 基 準 表(○○○○○○○工事）

 (A) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(B)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該
発注規模の60%以上であったもの 1.5

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

（C)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該
発注規模の60%以上であったもの 1.5

上記以外 0.0

１級舗装施工管理技術者の資格を保有 1.0

２級舗装施工管理技術者の資格を保有 0.5

上記以外 0.0

若手担当技術者の常駐 0.5

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

(Ｄ)
○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

自社保有のグレーダによる除雪契約実績あり 1.0

上記以外の除雪作業の契約実績あり 0.5

実績なし 0.0

(１)および(２)を満たす 0.5

上記以外 0.0

29.5

14.5

(注)

４．現場代理人または監理技術者補佐としての経験は、過去の同種工事に携わった段階で１級国家資格等を保有していた場合に限る。

満点

技術提案を求める標準型

技術提案を求めない簡易型

１．加点評価を行った評価項目の内容の履行確保の方法については別記１のとおりとする。

２．特記仕様書［別表］県産品の活用において、該当欄がすべて空白である場合には、評価基準表「（１）および（２）を満たす」を「（１）を満たす」と読み替え
る。

３．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。

(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性

5
.
0
点

(b)社会貢献度 福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有無

(c)地域貢献度
（令和○年度ま
たは令和○年
度）

過去2か年度における県または市町と除雪作業（凍結防止剤散布を
含む）の契約を締結した実績の有無

(d)県内企業およ
び県産品の活用

(1)県内企業の活用
①～③のいずれかを満たす場合に評価する（別表１参照）
①元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県内に主
たる営業所を有する企業を下請企業として活用する
② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主たる営業
所を有する元請企業が、その一部を県内に主たる営業所を有する
企業を下請企業として活用し、残りを自ら施工する
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工
種」の全てを自ら施工する

(2)使用資材の福井県産品活用(福井県内で生産された資材を含
む）
発注者指定の品目（特記仕様書 別表 参照）に県産品を活用する

配
置
予
定
技
術
者
の

技
術
力
3
.
5
点

(b)配置予定技術
者の保有する資
格

配置予定技術者の保有する資格

(c）若手担当技
術者の常駐

専任の監理技術者等の下で、１級土木施工管理技士または1級建設
機械施工管理技士を有する若手担当技術者を常駐

(d)優良工事表彰
受賞経験
[業種：舗装]
（令和○年度表彰、
令和○年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の監理技
術者等としての経験の有無

0.5～
3.4

(c)優良工事表彰
[業種：舗装]
（令和○年度表彰、
令和○年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

(d)品質管理マネ
ジメントの取得

品質管理マネジメントISO9001認証を取得しているか

(a)同種工事の施
工経験の有無
（平成○年4月1日か
ら入札の申し込みを
行った日まで）

配置予定技術者が過去20年間の同種工事において元請け企業の監
理技術者等、現場代理人、監理技術者補佐としての施工経験を有
しているか

分類 評価項目 評価内容 評価基準
評価
点数

(a)同種工事の施
工実績の有無
（平成○年4月1日か
ら入札の申し込みを
行った日まで）

過去20年間に企業が元請けとして同種工事の施工実績を有してい
るか

企
業
の
技
術
力
　
　
6
.
0
点

(b)工事成績
「業種：舗装」
（令和○年度から令
和○年度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合は、○
○地方整備局が発注する工事（○○○○○））の過去2か年度の企
業の工事成績評定点の平均点が一定の点数を満たしているか
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別表１ （略） 

 

（５）法面処理工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ （略） 

別記６

 (A) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(B)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模以上であったもの 1.5

（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

左記の内容のとおり従事する 0.5

上記以外 0.0

（C)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模以上であったもの 1.5

（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

のり面施工管理技術者、グラウンドアンカー施工
士、地すべり防止工事士のいずれかの資格を保有
（案件により設定）

1.0

上記以外 0.0

若手担当技術者の常駐 0.5

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

(Ｄ)
○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

(１)および(２)を満たす 0.5

上記以外 0.0

29.0

14.0

(注)

２．配置予定技術者（主任（監理）技術者）については「技能資格を保有する自社雇用技能者の配置」の加点評価を行わない。

満点

技術提案を求める標準型

技術提案を求めない簡易型

１．加点評価を行った評価項目の履行確保の方法については別記１のとおりとする。

３．特記仕様書［別表］県産品の活用において、該当欄がすべて空白である場合には、評価基準表「（１）および（２）を満たす」を「（１）を満たす」と読み替える。

５．現場代理人または監理技術者補佐としての経験は、過去の同種工事に携わった段階で１級国家資格等を保有していた場合に限る。

４．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性
　
4
.
0
点

(d)県内企業およ
び県産品の活用

(1)県内企業の活用
①～③のいずれかを満たす場合に評価する（別表１参照）
①元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県内に主たる
営業所を有する企業を下請企業として活用する
② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主たる営業所を
有する元請企業が、その一部を県内に主たる営業所を有する企業を下
請企業として活用し、残りを自ら施工する
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工種」
の全てを自ら施工する

(2)使用資材の福井県産品活用(福井県内で生産された資材を含む）
発注者指定の品目（特記仕様書 別表 参照）に県産品を活用する。

福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有無(b)社会貢献度

配
置
予
定
技
術
者
の

技
術
力
3
.
5
点

(b)配置予定技術
者の保有する資格

配置予定技術者の保有する資格

(d)優良工事表彰
受賞経験
[業種：法面処理]
（令和○年度表彰、
令和○年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の監理技術者
等としての経験の有無

(c）若手担当技術
者の常駐

専任の監理技術者等の下で、１級土木施工管理技士を有する若手担当
技術者を常駐

配置予定技術者が過去20年間の同種工事において元請け企業の監理技
術者等、現場代理人、監理技術者補佐としての施工経験を有している
か

「法面処理工事」　評 価 基 準 表(○○○○○○○工事）

(a)同種工事の施
工経験の有無
（平成○年4月1日から
入札の申し込みを行っ
た日まで）

(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

分類 評価項目 評価内容 評価基準
評価
点数

企
業
の
技
術
力
　
　
6
.
5
点

(b)工事成績
「業種：法面処
理」
（令和○年度から令
和○年度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合は、○○地
方整備局が発注する工事（○○○○○））の過去2か年度の企業の工事
成績評定点の平均点が一定の点数を満たしているか

0.5～
3.4

(d)品質管理マネ
ジメントの取得

品質管理マネジメントISO9001認証を取得しているか

(e)技能資格を保
有する自社雇用技
能者の配置（※）

(a)同種工事の施
工実績の有無
（平成○年4月1日から
入札の申し込みを行っ
た日まで）

過去20年間に企業が元請けとして同種工事の施工実績を有しているか

発注者が指定する下記の工種におけるノズルによる吹付作業の作業期
間のすべてに「のり面ノズルマン技能認定者」の資格を保有する自社
雇用ノズルマンが１名以上従事するか

指定工種
【○○○○○○○】

(c)優良工事表彰
[業種：法面処理]
（令和○年度表彰、
令和○年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

別記６

 (A) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(B)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模以上であったもの 1.5

（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

左記の内容のとおり従事する 0.5

上記以外 0.0

（C)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模以上であったもの 1.5

（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

のり面施工管理技術者、グラウンドアンカー施工
士、地すべり防止工事士のいずれかの資格を保有
（案件により設定）

1.0

上記以外 0.0

若手担当技術者の常駐 0.5

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

(Ｄ)
○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

(１)および(２)を満たす 0.5

上記以外 0.0

29.0

14.0

(注)

２．配置予定技術者（主任（監理）技術者）については「技能資格を保有する自社雇用技能者の配置」の加点評価を行わない。

５．現場代理人または監理技術者補佐としての経験は、過去の同種工事に携わった段階で１級国家資格等を保有していた場合に限る。

満点

技術提案を求める標準型

技術提案を求めない簡易型

１．加点評価を行った評価項目の履行確保の方法については別記１のとおりとする。

３．特記仕様書［別表］県産品の活用において、該当欄がすべて空白である場合には、評価基準表「（１）および（２）を満たす」を「（１）を満たす」と読み替える。

４．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の監理技術者
等としての経験の有無

(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性
　
4
.
0
点

(b)社会貢献度 福井県との緊急災害時等における災害協定締結の有無

(d)県内企業およ
び県産品の活用

(1)県内企業の活用
①～③のいずれかを満たす場合に評価する（別表１参照）
①元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県内に主たる
営業所を有する企業を下請企業として活用する
② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主たる営業所を
有する元請企業が、その一部を県内に主たる営業所を有する企業を下
請企業として活用し、残りを自ら施工する
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工種」
の全てを自ら施工する

(2)使用資材の福井県産品活用(福井県内で生産された資材を含む）
発注者指定の品目（特記仕様書 別表 参照）に県産品を活用する。

(e)技能資格を保
有する自社雇用技
能者の配置（※）

発注者が指定する下記の工種におけるノズルによる吹付作業の作業期
間のすべてに「のり面ノズルマン技能認定者」の資格を保有する自社
雇用ノズルマンが１名以上従事するか

指定工種
【○○○○○○○】

(a)同種工事の施
工経験の有無
（平成○年4月1日から
入札の申し込みを行っ
た日まで）

配置予定技術者が過去20年間の同種工事において元請け企業の監理技
術者等、現場代理人、監理技術者補佐としての施工経験を有している
か

配
置
予
定
技
術
者
の

技
術
力
3
.
5
点

(b)配置予定技術
者の保有する資格

配置予定技術者の保有する資格

(c）若手担当技術
者の常駐

専任の監理技術者等の下で、１級土木施工管理技士または1級建設機械
施工管理技士を有する若手担当技術者を常駐

(d)優良工事表彰
受賞経験
[業種：法面処理]
（令和○年度表彰、
令和○年度表彰）

(a)同種工事の施
工実績の有無
（平成○年4月1日から
入札の申し込みを行っ
た日まで）

過去20年間に企業が元請けとして同種工事の施工実績を有しているか

企
業
の
技
術
力
　
　
6
.
5
点

(b)工事成績
「業種：法面処
理」
（令和○年度から令
和○年度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合は、○○地
方整備局が発注する工事（○○○○○））の過去2か年度の企業の工事
成績評定点の平均点が一定の点数を満たしているか

0.5～
3.4

(c)優良工事表彰
[業種：法面処理]
（令和○年度表彰、
令和○年度表彰）

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

(d)品質管理マネ
ジメントの取得

品質管理マネジメントISO9001認証を取得しているか

「法面処理工事」　評 価 基 準 表(○○○○○○○工事）

分類 評価項目 評価内容 評価基準
評価
点数
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（６）管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事（営繕系を除く）～様式第３号 （略） 

 

様式第３号の２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）管、電気、電気通信、機械器具設置、消防施設工事（営繕系を除く）～様式第３号 （略） 

 

様式第３号の２ 
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様式第３号の３～技術資料（様式第４号） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号の２（鋼構造物工事）～様式第８号 （略） 

様式第３号の３～技術資料（様式第４号） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号の２（鋼構造物工事）～様式第８号 （略） 

工
事

名
○

○
○

○
○

○
○

○
工

事

工
事

場
所

○
○

○
○

川
　

○
○

市
○

○

施
工

経
験

の
有

無
継

続
学

習

有
無

加
算

点
有

無
加

算
点

有
無

加
算

点
件

数
平

均
(
小

数
二

位
切

捨
)

加
算

点
有

無
加

算
点

資
格

名
加

算
点

有
無

加
算

点
有

無
加

算
点

単
位

数
加

算
点

主
た

る
営

業
所

加
算

点
有

無
加

算
点

有
無

加
算

点
有

無
加

算
点

有
無

加
算

点

配
点

最
大

※
１

1
.
5

有
0
.
5

有
0
.
5

8
0
点

以
上

3
.
5

6
.
0

※
１

1
.
5

一
級

土
木

1
.
0

有
0
.
5

有
0
.
5

推
奨

単
位

数
以

上
1
.
0

3
.
5

○
○

市
2
.
5

有
0
.
5

有
1
.
0

有
1
.
0

有
0
.
5

5
.
5

1
5
.
0

※
２

1
.
0

7
0
.
0
～

7
9
.
9
点

（
工

事
成

績
評

定
点

の
平

均
点

-
7
0
）

×
0
.
3
＋

0
.
5

～
※

２
1
.
0

0
.
5

推
奨

単
位

数
の

半
分

以
上

0
.
5

○
○

土
木

管
内

1
.
0

～

最
小

そ
の

他
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

7
0
点

未
満

0
.
0

0
.
0

そ
の

他
0
.
0

そ
の

他
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

そ
の

他
0
.
0

0
.
0

そ
の

他
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

0
.
0

0
.
0

記
載

例

㈱
○

○
○

※
２

1
.
0

無
0
.
0

有
0
.
5

6
7
6
.
3

2
.
3

3
.
8

※
２

1
.
0

一
級

土
木

1
.
0

有
0
.
5

無
0
.
0

2
.
5

○
○

市
2
.
5

有
0
.
5

無
0
.
0

有
1
.
0

有
0
.
5

4
.
5

1
0
.
8

自
己

評
価

点

㈱
○

○
○

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

（
平

均
点

は
少

数
点

第
二

位
以

下
を

切
捨

て
た

小
数

点
第

一
位

ま
で

の
数

値
と

し
、

加
算

点
は

計
算

し
た

結
果

の
小

数
点

第
二

位
以

下
を

切
捨

て
る

）

注
意

・
事

後
審

査
型

の
案

件
に

お
い

て
、

入
札

公
告

に
従

い
、

入
札

書
と

同
時

に
提

出
す

る
。

・
入

札
公

告
に

添
付

さ
れ

た
評

価
基

準
表

に
従

い
、

様
式

第
9号

～
第

11
号

を
作

成
し

た
後

に
、

記
入

す
る

こ
と

。
・

評
価

対
象

と
な

っ
て

い
な

い
項

目
に

つ
い

て
は

空
欄

と
す

る
こ

と
。

・
様

式
の

改
変

は
行

わ
ず

、
黄

色
着

色
の

箇
所

の
み

記
入

し
、

入
札

公
告

に
添

付
さ

れ
た

エ
ク

セ
ル

の
ま

ま
提

出
す

る
こ

と
。

な
お

、
フ

ァ
イ

ル
名

に
は

企
業

名
称

を
含

め
る

こ
と

。
・

入
札

書
の

提
出

に
際

し
、

エ
ク

セ
ル

以
外

の
フ

ァ
イ

ル
形

式
と

な
る

書
類

を
添

付
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

は
、

福
井

県
電

子
入

札
運

用
基

準
第

8条
に

基
づ

き
、

Ｌ
Ｚ

Ｈ
形

式
ま

た
は

Ｚ
ｌ

Ｐ
形

式
に

よ
り

圧
縮

す
る

こ
と

。
・

入
札

参
加

資
格

確
認

申
請

書
提

出
依

頼
を

受
け

た
者

の
み

が
、

入
札

参
加

資
格

確
認

資
料

と
併

せ
て

、
様

式
第

9号
～

11
号

お
よ

び
添

付
資

料
を

提
出

す
る

こ
と

。
・

様
式

第
4号

の
2と

様
式

第
9号

～
11

号
の

記
載

内
容

に
不

整
合

が
な

い
よ

う
、

十
分

に
注

意
し

て
作

成
す

る
こ

と
。

不
整

合
が

あ
っ

た
項

目
は

、
加

点
し

な
い

こ
と

が
あ

る
。

※
１

※
２

技
術

資
料

自
己

評
価

申
請

書

企
業

の
技

術
力

地
域

精
通

度

企
業

の
地

域
性

・
社

会
性

社
会

貢
献

度

様
式

第
9号

様
式

第
9・

10
号

福
井

県
と

の
災

害
協

定
の

締
結

広
域

防
災

へ
の

取
組

様
式

第
11

号

保
有

資
格

優
良

工
事

若
手

担
当

技
術

者
常

駐
の

有
無

様
式

第
9号

合
計

加
点

申
請

の
有

無

小
計

配
置

予
定

技
術

者

小
計

様
式

第
４

号
の

２
（

土
木

一
式

工
事

）

企
業

名

技
術

評
価

点

地
域

貢
献

度
県

内
企

業
お

よ
び

県
産

品
の

活
用

施
工

実
績

（
経

験
）

の
あ

る
同

種
工

事
の

施
工

規
模

が
、

当
該

発
注

規
模

以
上

で
あ

っ
た

も
の

施
工

実
績

（
経

験
）

の
あ

る
同

種
工

事
の

施
工

規
模

が
、

当
該

発
注

規
模

の
8
0
%
以

上
1
0
0
%
未

満
で

あ
っ

た
も

の

小
計

施
工

実
績

の
有

無
優

良
工

事
IS

O認
証

有
無

工
事

成
績

加
点

申
請

の
有

無

工
事

名
○

○
○

○
○

○
○

○
工

事

工
事

場
所

○
○

○
○

川
　

○
○

市
○

○

施
工
経
験
の
有
無

継
続
学
習

社
会
貢
献
度

有
無

加
算
点

有
無

加
算
点

有
無

加
算
点

件
数

平
均

(
小

数
二

位
切

捨
)

加
算
点

有
無

加
算
点

資
格
名

加
算
点

有
無

加
算
点

有
無

加
算
点

単
位
数

加
算
点

主
た
る

営
業
所

加
算
点

有
無

加
算
点

有
無

加
算
点

有
無

加
算
点

有
無

加
算
点

有
無

加
算
点

配
点

最
大

※
１

1
.
5

有
0
.
5

有
0
.
5

8
0
点

以
上

3
.
5

6
.
0

※
１

1
.
5

一
級
土

木
1
.
0

有
0
.
5

有
0
.
5

推
奨

単
位

数
以

上
1
.
0

3
.
5

○
○

市
2
.
5

有
0
.
5

有
0
.
5

有
0
.
5

有
1
.
0

有
0
.
5

5
.
5

1
5
.
0

※
２

1
.
0

7
0
.
0
～

7
9
.
9
点

（
工

事
成

績
評

定
点

の
平

均
点

-
7
0
）

×
0
.
3
＋

0
.
5

～
※

２
1
.
0

0
.
5

推
奨

単
位

数
の

半
分

以
上

0
.
5

○
○

土
木
管

内
1
.
0

～

最
小

そ
の

他
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

7
0
点

未
満

0
.
0

0
.
0

そ
の

他
0
.
0

そ
の

他
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

そ
の

他
0
.
0

0
.
0

そ
の

他
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

無
0
.
0

0
.
0

0
.
0

記
載

例

㈱
○

○
○

※
２

1
.
0

無
0
.
0

有
0
.
5

6
7
6
.
3

2
.
3

3
.
8

※
２

1
.
0

一
級
土

木
1
.
0

有
0
.
5

無
0
.
0

2
.
5

○
○

市
2
.
5

有
0
.
5

無
0
.
0

無
0
.
0

有
1
.
0

有
0
.
5

4
.
5

1
0
.
8

自
己

評
価

点

㈱
○

○
○

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

（
平
均
点
は
少
数
点
第
二
位
以
下
を
切
捨
て
た
小
数
点
第
一
位
ま
で
の
数
値
と
し
、
加
算
点
は
計
算
し
た
結
果
の
小
数
点
第
二
位
以
下
を
切
捨
て
る
）

注
意

・
事
後
審
査
型
の
案
件
に
お
い
て
、
入
札
公
告
に
従
い
、
入
札
書
と
同
時
に
提
出
す
る
。

・
入
札
公
告
に
添
付
さ
れ
た
評
価
基
準
表
に
従
い
、
様
式
第
9号

～
第
11
号
を
作
成
し
た
後
に
、
記
入
す
る
こ
と
。

・
評
価
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
項
目
に
つ
い
て
は
空
欄
と
す
る
こ
と
。

・
様
式
の
改
変
は
行
わ
ず
、
黄
色
着
色
の
箇
所
の
み
記
入
し
、
入
札
公
告
に
添
付
さ
れ
た
エ
ク
セ
ル
の
ま
ま
提
出
す
る
こ
と
。
な
お
、
フ
ァ
イ
ル
名
に
は
企
業
名
称
を
含
め
る
こ
と
。

・
入
札
書
の
提
出
に
際
し
、
エ
ク
セ
ル
以
外
の
フ
ァ
イ
ル
形
式
と
な
る
書
類
を
添
付
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
福
井
県
電
子
入
札
運
用
基
準
第
8条

に
基
づ
き
、
Ｌ
Ｚ
Ｈ
形
式
ま
た
は
Ｚ
ｌ
Ｐ
形
式
に
よ
り
圧
縮
す
る
こ
と
。

・
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
提
出
依
頼
を
受
け
た
者
の
み
が
、
入
札
参
加
資
格
確
認
資
料
と
併
せ
て
、
様
式
第
9号

～
11
号
お
よ
び
添
付
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
。

・
様
式
第
4号

の
2と

様
式
第
9号

～
11
号
の
記
載
内
容
に
不
整
合
が
な
い
よ
う
、
十
分
に
注
意
し
て
作
成
す
る
こ
と
。

不
整

合
が

あ
っ

た
項

目
は

、
加

点
し

な
い

こ
と

が
あ

る
。

※
１

※
２

技
術

資
料

自
己

評
価

申
請

書

企
業
の
技
術
力

地
域
精
通
度

企
業
の
地
域
性
・
社
会
性

様
式
第
9号

様
式
第
9・

10
号

福
井
県
と
の

災
害
協
定
の
締
結

広
域
防
災
へ
の

取
組

様
式
第
11
号

保
有
資
格

優
良
工
事

若
手
担
当
技
術
者
常

駐
の
有
無

様
式
第
9号

福
井
県
域
道
路
啓
開

計
画
へ
の
取
組

合
計

加
点
申
請
の
有
無

小
計

配
置
予
定
技
術
者

小
計

様
式

第
４

号
の

２
（

土
木

一
式

工
事

）

企
業
名

技
術
評

価
点

地
域
貢
献
度

県
内
企
業
お
よ
び

県
産
品
の
活
用

施
工

実
績

（
経

験
）

の
あ

る
同

種
工

事
の

施
工

規
模

が
、

当
該

発
注

規
模

以
上

で
あ

っ
た

も
の

施
工

実
績

（
経

験
）

の
あ

る
同

種
工

事
の

施
工

規
模

が
、

当
該

発
注

規
模

の
8
0
%
以

上
1
0
0
%
未

満
で

あ
っ

た
も

の

小
計

施
工
実
績
の
有
無

優
良
工
事

IS
O認

証
有
無

工
事
成
績

加
点
申
請
の
有
無
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（様式第９号）（土木一式工事用）                           （用紙Ａ４） 

企業の技術力および地域性・社会性 

施工実績を評価する基準 
過去２０年間に、元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事の施工実績を有すること。（評

価対象の同種工事を１件のみ記入） 

同
種
工
事
の
名
称
等 

工事名称 ○○○○○工事  （ＣＯＲＩＮＳ登録番号） 

発注機関名 ○○○○○○ 

工事場所 ○○県○○市○○町○○  一般県道○○○○○線 

契約金額 （最終の請負金額（税込）を記入する。） 

工期 令和○年○月○日 ～ 令和○年○月○日 

工事概要 ○○ 

工事成績評定 
件数      件 平均点（小数点第２位切捨て）      点 

優良工事表彰受賞 

による加点申請（＊） 

  □加点申請する ・ □加点申請しない 

表彰年度（        ） 

表 彰 名（        ） 

工事名称（                   ） 

ISO9001認証取得（＊） 
□有   ・  □無  

 

 

企業

の 

地域

性・

社会

性 

主たる営業所の 

所在地  
主たる営業所の所在地（                  ） 

広域防災への取組の有無

（＊） 
（土木一式工事の場合のみ評価する） 

□取組あり   ・  □取組なし       

福井県との災害協定の

締結（＊） □有   ・  □無 

福井県域道路啓開計画 

への取組（＊） □取組あり   ・  □取組なし 

除雪契約の有無（＊） 
□有   ・  □無 

指定工種における 

県内企業の活用 

（＊） 

□次の①～③のいずれかを満たす 

①元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県内に主たる営業所を有する企業を

下請企業として活用する 

②「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主たる営業所を有する元請企業が、そ

の一部を県内に主たる営業所を有する企業を下請企業として活用し、残りを自ら施工する 

③県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工種」の全てを自ら施工する 

□上記以外   

指定資材における 

県産品の活用（＊） 
□全てを活用する  ・ □左記以外  

注意 上記記載の内容が確認できる資料（ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、契約書、施工図面、設計書、ISO9001の認証等の写し、災害協定の証明書写
し、除雪等の契約書の写し）を添付資料として提出すること。（当該発注事務所管内の「災害時等における応急対策業務に関する細目協定」を締
結している場合は、災害協定の証明書写しの提出は不要） 

・記載内容が的確に判断できる必要最低限の資料を添付資料として提出すること。 
（ＣＯＲＩＮＳ登録のある場合でも、設計図書・契約書の写し等を提出すること。） 

・福井県の工事成績評定を有しない場合で国の成績を有する場合は、国の成績の件数および平均点を記入した上で、様式第 10 号を併せて提出す
ること。 

・（＊）は該当する箇所に■とマークすること。マークのない場合は評価しない。 
・記載に誤りがある場合は原則評価しないため、「福井県建設工事総合評価落札方式実施要領」および「公共工事における総合評価落札方式の手引
き」等を熟読の上、作成すること。 

［P ○／○］ 

 

（様式第９号）（土木一式工事用）                           （用紙Ａ４） 

企業の技術力および地域性・社会性 

施工実績を評価する基準 
過去２０年間に、元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事の施工実績を有すること。（評

価対象の同種工事を１件のみ記入） 

同
種
工
事
の
名
称
等 

工事名称 ○○○○○工事  （ＣＯＲＩＮＳ登録番号） 

発注機関名 ○○○○○○ 

工事場所 ○○県○○市○○町○○  一般県道○○○○○線 

契約金額 （最終の請負金額（税込）を記入する。） 

工期 令和○年○月○日 ～ 令和○年○月○日 

工事概要 ○○ 

工事成績評定 
件数      件 平均点（小数点第２位切捨て）      点 

優良工事表彰受賞 

による加点申請（＊） 

  □加点申請する ・ □加点申請しない 

表彰年度（        ） 

表 彰 名（        ） 

工事名称（                   ） 

ISO9001認証取得（＊） 
□有   ・  □無  

 

 

企業

の 

地域

性・

社会

性 

主たる営業所の 

所在地  
主たる営業所の所在地（                  ） 

広域防災への取組の有無

（＊） 
（土木一式工事の場合のみ評価する） 

□取組あり   ・  □取組なし       

福井県との災害協定の

締結（＊） □有   ・  □無 

除雪契約の有無（＊） 
□有   ・  □無 

指定工種における 

県内企業の活用 

（＊） 

□次の①～③のいずれかを満たす 

①元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県内に主たる営業所を有する企業を

下請企業として活用する 

②「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主たる営業所を有する元請企業が、そ

の一部を県内に主たる営業所を有する企業を下請企業として活用し、残りを自ら施工する 

③県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工種」の全てを自ら施工する 

□上記以外   

指定資材における 

県産品の活用（＊） 
□全てを活用する  ・ □左記以外  

注意 上記記載の内容が確認できる資料（ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、契約書、施工図面、設計書、ISO9001の認証等の写し、災害協定の証明書写
し、除雪等の契約書の写し）を添付資料として提出すること。（当該発注事務所管内の「災害時等における応急対策業務に関する細目協定」を締
結している場合は、災害協定の証明書写しの提出は不要） 

・記載内容が的確に判断できる必要最低限の資料を添付資料として提出すること。 
（ＣＯＲＩＮＳ登録のある場合でも、設計図書・契約書の写し等を提出すること。） 

・福井県の工事成績評定を有しない場合で国の成績を有する場合は、国の成績の件数および平均点を記入した上で、様式第 10 号を併せて提出す
ること。 

・（＊）は該当する箇所に■とマークすること。マークのない場合は評価しない。 
・記載に誤りがある場合は原則評価しないため、「福井県建設工事総合評価落札方式実施要領」および「公共工事における総合評価落札方式の手引
き」等を熟読の上、作成すること。 

［P ○／○］ 
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（様式第９号）（鋼構造物工事用）～（様式第１０号の２）（建築一式工事用） （略） 

 

様式第１１号～１級鉄工技能士（構造物鉄工作業）配置実地確認申請書 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第９号）（鋼構造物工事用）～（様式第１０号の２）（建築一式工事用） （略） 

 

様式第１１号～１級鉄工技能士（構造物鉄工作業）配置実地確認申請書 （略） 
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